
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
五
五

木 曜 日

第
二
千
八
百
七
十
九
号

　

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
五
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

一
五
五

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
五
五

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可	

一
五
五

　
　
　
　

訓　
　
　

令

○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一
五
六

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

一
五
六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

一
五
七

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

一
五
七

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
五
九

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
五
九

○
二
千
十
九
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の
実
施
に
つ
い
て	

一
五
九

　
　
　
　

監
査
委
員

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況	
一
六
七

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
十
六
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

四
日
市
場
上
野
原
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
三
三
地
先
か
ら

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
二
四
地
先
ま
で

旧

六
・
〇
〜六
・
三

四
五
・
五

　

三
・
〇
〜九

・
五

五
五
・
四

新

六
・
〇
〜六
・
三

四
五
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
十
六
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

今
諏
訪
北
村

線

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
字
柳
原
五

二
九
番
三
地
先
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
字
柳
原
五

二
九
番
三
地
先
ま
で

三
〇
・
九

平
成
三
十
一

年
四
月
二
十

六
日

山
梨
県
告
示
第
百
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

施
行
者
の
名
称　

甲
府
市



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
五
六

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称　

甲
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
甲
府
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間　

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

1
	　

収
用
の
部
分　

昭
和
三
十
一
年
建
設
省
告
示
第
八
百
六
号
、
昭
和
三
十
八
年
建
設
省
告
示
第
九

百
八
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
建
設
省
告
示
第
四
千
三
十
三
号
、
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
告
示
第
九

百
四
十
二
号
、
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
号
、
昭
和
五
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
百
五
十
五

号
、
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
十
七
号
、
昭
和
六
十
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
二

号
、
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
三
号
、
平
成
二
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
、
平

成
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
十
三
号
、
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
三
号
、
平
成
十
四
年
山
梨

県
告
示
第
三
百
九
十
五
号
及
び
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
十
八
号
の
事
業
地
に
甲
府
市

住
吉
本
町
字
要
明
及
び
字
上
堤
の
各
一
部
、
住
吉
四
丁
目
の
一
部
、
東
光
寺
町
字
北
八
反
田
の
一

部
、
酒
折
町
字
内
林
の
一
部
、
酒
折
町
三
丁
目
の
一
部
、
岩
窪
町
字
龍
華
山
、
字
神
ノ
山
及
び
字

ハ
セ
の
各
一
部
、
和
田
町
字
村
之
内
及
び
字
寺
ノ
前
の
各
一
部
、
小
松
町
字
十
二
天
の
一
部
、
古

府
中
町
字
大
泉
の
一
部
、
山
宮
町
字
西
之
田
、
字
水
之
原
及
び
字
谷
戸
の
各
一
部
、
羽
黒
町
字
荒

木
下
、
字
大
宮
及
び
字
大
日
影
の
各
一
部
、
下
小
河
原
町
字
鍛
冶
屋
敷
及
び
字
土
尻
の
各
一
部
、

上
町
字
明
石
、
字
西
河
原
、
字
大
土
井
、
字
天
神
、
字
天
屋
及
び
字
年
代
の
各
一
部
、
増
坪
町

字
外
河
原
、
字
前
田
、
字
一
丁
畑
、
字
栗
分
、
字
ヂ
ク
ヤ
、
字
小
柳
、
字
松
岡
、
字
砂
田
、
字
角

田
、
字
池
田
、
字
阿
原
田
、
字
沼
、
字
御
所
村
、
字
御
覧
、
字
沢
添
及
び
字
堂
の
前
の
各
一
部
、

小
瀬
町
字
北
屋
敷
、
字
三
ツ
又
及
び
字
整
理
地
の
各
一
部
、
上
今
井
町
字
椀
面
、
字
高
條
、
字
西

河
原
、
字
西
田
、
字
西
側
、
字
八
反
田
及
び
字
高
倉
の
各
一
部
、
中
町
字
横
道
上
及
び
上
ヶ
侍
の

各
一
部
、
落
合
町
字
田
通
の
一
部
、
西
油
川
町
字
釜
淵
、
字
志
田
多
及
び
字
桑
田
の
各
一
部
、
下

今
井
町
字
汗
タ
リ
及
び
字
西
河
原
の
各
一
部
、
小
曲
町
字
宮
北
、
東
下
条
町
字
西
河
原
及
び
字
上

起
上
の
割
の
各
一
部
、
高
室
町
字
西
河
原
の
一
部
、
西
下
条
町
字
藤
見
、
字
八
反
田
、
字
下
方
、

字
諏
訪
、
字
宮
ノ
久
保
、
字
宮
前
、
字
東
丹
甫
及
び
字
古
屋
敷
の
各
一
部
、
大
津
町
字
無
頭
、
字

保
久
田
、
字
八
反
田
、
字
天
神
堂
、
字
入
田
、
字
村
添
、
字
島
崎
及
び
字
穏
池
の
各
一
部
、
蓬
沢

町
字
整
理
地
の
一
部
、
蓬
沢
町
一
丁
目
の
一
部
、
西
高
橋
町
字
整
理
地
第
一
及
び
字
整
理
地
第
二

の
各
一
部
、
七
沢
町
字
整
理
地
、
字
道
下
、
字
横
田
、
字
村
内
及
び
字
高
橋
東
の
各
一
部
、
上
阿

原
町
字
熊
ノ
社
、
字
塚
越
及
び
字
整
理
地
の
各
一
部
、
向
町
字
堤
廉
、
字
上
反
田
、
字
下
反
田
、

字
大
坪
、
字
岬
無
、
字
翁
田
、
字
大
竹
、
字
増
田
、
字
一
丁
田
、
字
下
中
道
、
字
整
理
地
及
び
字

横
田
の
各
一
部
、
国
玉
町
字
五
本
杉
、
字
深
田
及
び
字
鎌
作
の
各
一
部
、
川
田
町
字
北
田
、
字
外

中
代
、
字
阿
郎
及
び
字
正
里
の
各
一
部
、
和
戸
町
字
芝
原
、
字
奈
良
原
、
字
琵
琶
田
、
字
長
沢
、

字
外
森
、
字
八
枚
畑
及
び
字
石
原
田
の
各
一
部
、
横
根
町
字
大
坪
の
一
部
並
び
に
桜
井
町
字
新
畑

及
び
字
横
田
の
各
一
部
を
加
え
る
。

　

2　

使
用
の
部
分　

な
し

　
　
　
　
　
　

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五　

労
政
雇
用
課

Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
タ
ー

ン
就
職
の
促
進
に
関

す
る
業
務

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
二
丁

目東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁

目

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
八
日



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
五
七

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
森
の
劇
場

　

2
	　

代
表
者
の
氏
名　

深
澤
さ
や
か

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
落
合
八
百
十
三
番
地

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
乳
幼
児
、
児
童
青
少
年
か
ら
高
齢
者
ま
で
す
べ
て

の
世
代
に
対
し
て
、
地
域
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
、
演
劇
な
ど
の
文
化
芸
術
を
通
し
て
、
文
化
や

異
世
代
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
、
乳
幼
児
、
児
童
青
少
年
の
情
操
育
成
、
子
育
て
支

援
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
十
九
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
梁
尻
一
四
三
九
の

三
、
一
四
四
一
の
一
、
一
四
四
一
の
七
、
一
四
四
一
の
九
、
一
四
四
五
の
一
、
一
四
六
一
の
一
、
一

四
六
一
の
六
、
一
四
六
一
の
七
、
一
四
六
一
の
九
、
一
四
六
一
の
一
四
及
び
一
四
六
一
の
二
三
の
区

域
二	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

千
葉
県
市
川
市
南
八
幡
一
丁
目
十
七
番
五
号　

株
式

会
社
ジ
ェ
イ
エ
ス
テ
ィ　

代
表
取
締
役　

川
秀
敏

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ

ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ

れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に

関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る

も
の
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

市　
　

川　
　
　
　
　

満　
　

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

1　

調
達
を
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

㈠　

名
称　

統
合
型
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入
・
運
用
等
業
務

　
　

㈡　

数
量　

一
式

　

2　

調
達
を
す
る
役
務
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

　

3　

履
行
期
間　

契
約
の
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

4　

履
行
場
所　

教
育
長
が
指
定
す
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

三	　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

入
札
者
が
単
体
企
業
の
場
合
に
あ
っ
て
は
1
に
、
共
同
企
業
体

（
以
下
「
Ｊ
Ｖ
」
と
い
う
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
2
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

　

1　

単
体
企
業
の
場
合　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈠	　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

　
　

㈡	　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
者

　
　

㈢	　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
な
い
者
又
は
法

人
で
あ
っ
て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
な
い
も
の

　
　

㈣	　

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
る
者

　
　

㈤	　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を

営
ん
で
い
る
者

　
　

㈥	　

平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
三
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
三
号
）
の
一

に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
り
、
取
扱
業
種
に
「
シ
ス
テ
ム
開

発
」
が
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　

㈦	　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係

る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
平
成
十
年
四
月
一
日
）
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て

い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

	　
　

㈧	　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又

は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

が
さ
れ
て
い
る
者
（
こ
れ
ら
の
申
立
て
に
よ
り
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を

受
け
た
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

　
　

㈨	　

本
件
仕
様
に
基
づ
く
作
業
を
実
施
す
る
部
門
又
は
組
織
を
対
象
と
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
（
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
シ
ス
テ
ム
）
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
二
七
〇
〇
一
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ
Ｃ
二

七
〇
〇
一
）
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
に
基
づ
く
認
証
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
五
八

　

2　

Ｊ
Ｖ
の
場
合　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈠　

Ｊ
Ｖ
の
構
成
員
の
資
格
要
件

　
　
　

ア　

構
成
員
の
全
て
が
1
㈠
か
ら
㈧
ま
で
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

　
　
　

イ　

1
㈨
は
、
代
表
構
成
員
が
該
当
す
る
こ
と
。

　
　

㈡　

Ｊ
Ｖ
の
資
格
要
件

　
　
　

ア　

Ｊ
Ｖ
の
構
成
員
は
、
三
者
以
内
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

イ　

Ｊ
Ｖ
の
代
表
構
成
員
は
、
出
資
比
率
が
最
大
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

ウ	　

Ｊ
Ｖ
の
各
構
成
員
は
、
他
の
Ｊ
Ｖ
の
構
成
員
と
し
て
又
は
単
独
で
本
件
入
札
に
参
加
し
て

い
な
い
こ
と
。

四　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査

　

1
	　

申
請
の
時
期　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
（
金
）
か
ら
同
年
五
月
二
十
四
日
（
金
）
ま
で

（
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以

下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

　

2　

受
付
時
間　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

　

3　

申
請
書
の
提
出
方
法　

次
に
掲
げ
る
場
所
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

	　

郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
八
五
〇
四
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
教
育
庁
義
務

教
育
課

五　

入
札
手
続
等

　

1
	　

契
約
条
項
を
示
す
場
所　

四
3
に
掲
げ
る
場
所

　

2
	　

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日
（
木
）
か
ら
同
年
五
月
二
十
四
日

（
金
）
ま
で
の
日
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
四
3
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
直
接
交
付
す
る
。
な
お
、
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
機

密
保
持
に
関
す
る
誓
約
書
及
び
三
1
㈨
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
証
明
書
等
を
提
出
す
る
こ

と
。
ま
た
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
六
7
㈣
の
問
合
せ
先
に
電
話
連

絡
す
る
こ
と
。

　

3
	　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
確
認　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
競
争
入

札
の
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

　

4　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

平
成
三
十
一
年
六
月
七
日
（
金
）
午
後
四
時

　
　

㈡　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
防
災
新
館
三
階
教
育
委
員
会
室

　

5
	　

提
案
書
等
の
提
出
先
及
び
期
限

　
　

㈠	　

持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
教
育
庁
義

務
教
育
課
に
平
成
三
十
一
年
六
月
七
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
に
持
参
す
る
こ
と
。

　
　

㈡	　

郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合　

郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
八
五
〇
四
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
六
番
一
号
山
梨
県
教
育
庁
義
務
教
育
課
宛
に
平
成
三
十
一
年
六
月
六
日
（
木
）
午
後
五
時
ま

で
に
到
着
す
る
よ
う
に
送
付
す
る
こ
と
。

　

6　

入
札
の
無
効　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
無
効
と
す
る
。

　
　

㈠　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
。

　
　

㈡　

こ
の
公
告
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

　
　

㈢	　

入
札
書
の
金
額
、
氏
名
、
印
鑑
又
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
に
よ
っ
て
必
要
事
項
を
確
認
し
難

い
と
き
。

　
　

㈣	　

入
札
公
告
に
お
い
て
示
し
た
提
案
書
等
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
案
書
等
が
到
達
し
な
か
っ
た

と
き
。

　
　

㈤	　

㈠
か
ら
㈣
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
入
札
条
件

に
違
反
し
た
と
き
。

　

7
	　

落
札
者
の
決
定
方
法

　
　

㈠	　

落
札
決
定
は
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を
も
っ
て
行
う
た
め
、
提
案
書
等
を
提
出
す
る
こ

と
。

　
　

㈡	　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
入
札
者
の
う
ち
、
落
札
者
決
定
基
準
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
価
格
点
と
技
術
点
を
合
計
し
た
総
合
評
価
点
が
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　
　
　

ア	　

入
札
価
格
が
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の

範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

イ	　

技
術
提
案
書
で
内
容
が
入
札
説
明
書
に
添
付
す
る
技
術
提
案
書
作
成
要
領
で
指
定
す
る
必

須
項
目
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

六　

そ
の
他

　

1　

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　

㈠　

言
語　

日
本
語

　
　

㈡　

通
貨　

日
本
国
通
貨

　

2
	　

入
札
保
証
金　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

3
	　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

4
	　

違
約
金
の
有
無　

有

　

5
	　

前
払
金
の
有
無　

無



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
五
九

　

6
	　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

7
	　

そ
の
他

　
　

㈠	　

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
、
三
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
、
損
害
賠
償
の
責
め
を

負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　
　

㈢	　

本
入
札
に
係
る
契
約
は
、
落
札
者
、
山
梨
県
教
育
委
員
会
及
び
山
梨
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
を
当
事
者
と
し
て
締
結
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
梨
県
教
育
委
員
会
及
び
山
梨
県
市

町
村
総
合
事
務
組
合
が
負
担
す
る
落
札
額
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
と
す
る
。

　
　

㈣　

問
合
せ
先　

山
梨
県
教
育
庁
義
務
教
育
課
（
電
話
〇
五
五
｜
二
二
三
｜
一
七
二
〇
）

※			Sum
m
ary

　

1

　

	N
ature	and	quantity	of	the	services	to	be	procured:	Im

plem
entation	and

						O
peration	of　

Y
am
anashi	Prefecture	Integrated	School	A

ffairs	Support
						System

	1	set

　

2

　

D
ate	and	tim

e	for	tender:	4:00PM
		June	7,	2019

　

3

　

B
ureau	in	charge:	C

om
pulsory	E

ducation	D
ivision,	Y

m
anashi	Prefectural	

					B
oard	of	E
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１ 試験職種及び採用予定人員等 

試験 

区分 
試験職種 

採用予定 

人  員 
職  務  内  容 

大 

学 

卒 

業 

程 

度 

行政Ⅰ ５０名程度 
 県の各機関に勤務し、一般行政事務に従事する。 

行政Ⅱ ２名程度 

警察行政 ６名程度  県警察の各機関に勤務し、警察行政事務に従事する。 

社会福祉Ⅱ ４名程度 
主に福祉施設等で利用者（児童）の生活支援等の業務や、

児童相談所等で相談支援等の業務に従事する。 

心理 ３名程度 主に児童相談所等で心理判定等の業務に従事する。 

化学 ２名程度 
主に環境、衛生等に関する指導管理、試験研究、検査等

の業務に従事する。 

農業 ６名程度 
主に農業の振興、農業経営の指導援助、農業技術の普及

指導・試験研究等の業務に従事する。 

林業 １１名程度 

主に森林・林業の振興、林業経営・技術の普及指導、県有

林の経営管理、造林事業、治山・林道事業、試験研究等の業

務に従事する。 

土木 １６名程度 
主に道路、河川、都市計画等の事業に関する企画、設計、

施工管理等の業務に従事する。 

農業土木 ２名程度 
主に農業農村整備事業に関する企画、設計、施工管理等の

業務に従事する。 

建築 ５名程度 
主に県庁舎、県立学校等の県有施設の設計・工事監理等の

業務や、住宅政策・建築指導等の業務に従事する。 

電気 ２名程度 
主に発電所、県有施設等の電気設備に関する企画、設計、

施工管理、保守管理等の業務に従事する。 

保健師 １名程度 
主に精神・母子・老人保健、健康づくり、難病・感染症予

防対策等の業務に従事する。 

保健師（警察） １名程度 
県警察の厚生課等に勤務し、主に警察職員の健康管理、公

務災害等に関する業務に従事する。 

文化財主事 ２名程度 

県庁文化財保護・活用行政担当課及び山梨県埋蔵文化財セ

ンター等に勤務し、埋蔵文化財発掘調査、研究、史跡及び考

古資料の活用等の業務に従事する。 

建築設備 ２名程度 
主に県庁舎、県立学校等の県有施設に係る建築設備の設

計・工事監理等の業務に従事する。 

研究（林業） １名程度 
山梨県森林総合研究所等に勤務し、主に森林・林業に関す

る研究等の業務に従事する。 
警察鑑定研究

（法医） 
１名程度 

県警察の科学捜査研究所等に勤務し、主に法医に関する

鑑定研究等の業務に従事する。 
警察鑑定研究

（化学） 
１名程度 

県警察の科学捜査研究所等に勤務し、主に化学に関する

鑑定研究等の業務に従事する。 
警察鑑定研究

（心理） 
１名程度 

県警察の科学捜査研究所等に勤務し、主に心理に関する

鑑定研究等の業務に従事する。 
 

 

２ 受験資格 

(1) 受験できる者 

  ア 昭和５９年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた者 

  イ 平成１０年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期大学を

除く。）を卒業した者若しくは平成３２年（２０２０年）３月までに卒業見込み
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の者又は人事委員会がこれと同等以上の学力があると認める者 

※ 「これと同等以上の学力があると認める者」については、山梨県職員の給与に関 

する規則（昭和３２年山梨県人事委員会規則第７号）別表第四の基準学歴区分の

「一 大学卒」に規定する学歴免許等の資格を有する者とする。 

ただし、次の試験職種については、それぞれの資格・免許等を必要とする。 

試験職種 資 格・免 許 等 

社会福祉Ⅱ 
社会福祉主事、児童指導員若しくは社会福祉士の資格を有する者又は平

成３２年（２０２０年）３月３１日までに資格を有することとなる者（※） 

心理 

学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は大学院において、心

理学を専修する学科（これに相当する課程を含む。）若しくは専攻を卒

業若しくは修了した者又は平成３２年（２０２０年）３月までに卒業若

しくは修了見込みの者 

保健師 

保健師(警察) 

保健師の免許取得者又は平成３２年（２０２０年）において最初に実施

される保健師国家試験により当該免許取得見込みの者 

※社会福祉主事、児童指導員、社会福祉士の資格は次のとおりとする。 

 ①社会福祉主事・大学等で厚生労働大臣の指定する科目を３科目以上修めて卒業した者 

        ・厚生労働大臣の指定養成機関又は講習会の課程を修了した者 

 ②児童指導員・山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例（平成２４年山梨県条

例第６３号）第５９条に該当する者（以下のいずれかに該当する者） 

ア 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その

他の養成施設を卒業した者 

イ 社会福祉士の資格を有する者 

ウ 精神保健福祉士の資格を有する者 

エ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教

育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した者 

オ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教

育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことに

より、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められ

た者 

カ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、

教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した者 

キ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会

学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

ク 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業し

た者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた

者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常

の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含

む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定し

た者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 

ケ 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校又

は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と

認めたもの 

コ 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認め

たもの 

③社会福祉士・厚生労働大臣の行う「社会福祉士試験」に合格した者 
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(2) 次のいずれかに該当する者は、受験できないものとする。 

  ア 日本国籍を有しない者（保健師及び文化財主事は除く。） 

   イ 地方公務員法第１６条に該当する者(以下のいずれかに該当する者) 

   ・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

   ・山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない 

  者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ 

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※保健師及び文化財主事のうち、日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公

の意思形成への参画に携わる職以外の職に任用される。 
 
３ 試験案内及び受付期間・時間 

  (1)  試験案内開始日 

５月１０日（金） 

 (2) 受付期間 

   ア 持参及び郵送の場合 

・５月１０日（金）から５月２７日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

・郵送の場合は、５月２７日（月）までの消印があるものに限り受け付ける。 

   イ インターネットによる申込の場合 

    ・５月１０日（金）から５月２０日（月）まで 

    ・５月２０日（月）は午後５時１５分までに受信したものに限り受け付ける。  

 (3) 受付時間   

    ・午前８時３０分から午後５時１５分まで（インターネットによる申込の場合

は、期間中常時受付） 

 

４ 試験日及び試験会場 

区   分 試 験 日 試 験 会 場 

第１次試験  
 ６月２３日（日） 

 (受付時間)午前8時30分から午前8時50分まで 

(受付場所)50周年記念館・クリスタルタワー南側 
山 梨 学 院 大 学 

（甲府市酒折二丁目4-5） 

第２次

試 験 

第１回 ７月７日（日） 

第２回 
８月３日（土）～８月８日（木）のうち 

指定する１日 

山梨県庁防災新館 

（甲府市丸の内一丁目6-1） 
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５ 試験方法 

区分 試験種目 配点 内 容 

第
１
次
試
験 

教養試験 

（全試験職種） 

【試験時間120分】 

行政Ⅱ

以外 

40点 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、五

肢選択式による大学卒業程度の筆記試験を行う。 

・出題数５０題のうち、知能分野（文章理解、判断推理、

数的推理、資料解釈）２０題を必須解答し、知識分野

（社会科学、人文科学、自然科学）３０題中２０題を

選択解答する。 

行政Ⅱ 

20点 

専門試験 

（行政Ⅱ以外） 

【試験時間120分】 

40点 

各試験職種に応じた専門的知識、能力等について、五

肢選択式又は記述式による大学卒業程度の筆記試験を行

う。（出題分野は別掲のとおり） 

・行政Ⅰ及び警察行政は、五肢選択式により出題数５０

題のうち４０題を選択解答する。 

・文化財主事は、記述式により全問解答する。 

・その他の試験職種は、五肢選択式により出題数４０題

を全問解答する。 

自己アピール試験 

（行政Ⅱ） 

【試験時間90分】 

60点 
自らの経験等から得た能力・実績についての記述式に

よる試験を行う。 

第
２
次
試
験 

人物試験 140点 

公務員として職務遂行に必要な素質及び適性を有する

かどうかについて適性検査を行う。 

社会性、貢献度、指導性等について集団討論を行う。 

表現力、積極性、創造性等について個別面接（２回）を

行う。 

論文試験 

【試験時間90分】 
20点 

文章による表現力、構成力、課題に対する理解力等に 

ついて記述式による試験を行う。 

身体検査 ― 

次に掲げる職種にあっては、職務遂行上必要な身体的条 
件を有するかどうかについて、身体検査書により検査を行 
う。 
（警察鑑定研究（法医）及び警察鑑定研究（化学）） 
   視力及び色覚について、職務遂行に支障がないか医療 
機関において検査を行う。 
＜基準＞ 
視力：両眼とも裸眼視力が０．６以上又は両眼とも矯正 

視力が１．０以上であること。 
色覚：職務遂行上支障がないこと。 

資 格 調 査 ― 
受験資格の有無、申込書記載事項の真否について調査

を行う。 

 

※ 第１次試験は活字印刷文（活字の大きさは１０ポイント）により出題する。ただ

し、受験者（視覚障害による身体障害者手帳の交付を受けている者に限る。）の事前

申出により、別途点字又は拡大文字で印刷された試験問題を使用することができる場

合がある。 
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※ 第１次試験合格者は、教養試験及び専門試験（行政Ⅱの場合は、教養試験及び自己

アピール試験）の合計得点の高い順、最終合格者は、第１次試験、第２次試験の合計

得点の高い順に決定する。ただし、次の表に掲げる基準に該当する場合は、合計得点

が高くても不合格となることがある。 

区   分 試験種目 基    準 

第１次試験 
教養試験 得点が配点の３割未満の場合 

専門試験 得点が配点の３割未満の場合 

   なお、他の試験種目にもそれぞれ一定の基準があり、一つでも基準に該当する場合

は、合計得点が高くても不合格となることがある。 

※ 最終合格者を決定する際、最終合格ラインに得点が同点の者がいた場合には、第２次

試験・人物試験の得点により合格者を決定し、なおも同点の場合は、第１次試験の合計

得点により合格者を決定する。 

 

６ 合格者の発表 

  (1)  合格発表日 

     ア 第１次試験合格者発表      ６月２８日（金） 

     イ 最 終 合 格 者 発 表          ８月２３日（金） 

 

(2)  合格発表の方法等      

     各試験の合格発表は、県庁の掲示板に受験番号を掲示するとともに合格者に書面 

で通知する。また、掲示内容は掲示後、山梨県ホームページに掲載する。 

 

７ 給与 

採用試験に合格し採用される者の初任給（地域手当を含む。）は、約１９３，７００

円（平成31年4月1日現在）である。 

採用される職種により、初任給が若干異なることがある。 

初任給は、学歴その他採用前の経歴により一定の基準で加算される。 

なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによる。 

このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応じて支

給される。 

 

８ その他 

  (1) 資格・免許を必要とする試験職種にあっては、所定の期日までに資格・免許を取

得できない者は、採用候補者名簿から削除する。 

    また、心理にあっては、受験資格に定める学科等を所定の期日までに卒業又は修

了できない者は、採用候補者名簿から削除する。 

 (2)  教養試験及び専門試験の例題及び正答番号並びに人物試験（集団討論）及び論文

試験の課題の出題例は、山梨県ホームページに掲載するとともに、山梨県県民情報

センターで閲覧等の用に供するものとする。 

 (3)  詳細は、「２０１９年度山梨県職員採用試験（大学卒業程度）試験案内」によ

る。 
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（別掲）専門試験出題分野 

行政Ⅰ 政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学（経済原

論、経済政策、経済史）、財政学、経営学、社会政策、国際関係 警察行政 

社会福祉Ⅱ 
社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、心理学概論（社会心

理学を含む。）、発達心理学、社会調査、疫学、保健統計学 

心理 
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、応用心理

学（教育心理学・産業心理学・臨床心理学）、調査・研究法、統計学 

化学 
数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化

学・有機工業化学、化学工学 

農業 
栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌

肥料学、植物生理学、畜産一般、農業経済一般 

林業 
森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む。）、

林業工学、林産一般、砂防工学 

土木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計

画、材料・施工 

農業土木 
数学、応用力学、水理学、測量、土壌物理、農業水利・土地改良・農村

環境整備、農業土木構造物、材料・施工、農業機械、農学一般 

建築 
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計

画、都市計画、建築設備、建築施工 

電気 
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工

学、電子工学、情報・通信工学 

保健師 
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

保健師（警察） 

文化財主事 考古学、歴史学、民俗学、文化財保護行政論 

建築設備 

数学・物理、構造力学、環境原論、建築構造、建築計画、建築設備、建

築施工、材料力学、流体力学、熱力学、機械力学・制御、電磁気学・電

気回路、電気計測・制御、電力工学 

研究（林業） 
森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む。）、

林業工学、林産一般、砂防工学 

警察鑑定研究

（法医） 

数学・物理、一般化学、有機化学、生理学、血液学、生物、臨床化学

（生化学を含む。）、病理学（解剖・組織学を含む。） 

警察鑑定研究

（化学） 

数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化

学・有機工業化学、化学工学 

警察鑑定研究

（心理） 

一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、応用心理

学（教育心理学・産業心理学・臨床心理学）、調査・研究法、統計学 
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監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
監

査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員　
　

小　
　

島　
　
　
　
　

徹　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　

泉　
　

久　
　

司　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

山　
　

田　
　

一　
　

功　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

杉　
　

山　
　
　
　
　

肇　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
例

監
査

（
平

成
３

０
年

度
上

期
分

）
 

 （
１

）
監

査
実

施
所

属
、
監

査
実

施
日

及
び

監
査

の
結

果
は

、
平

成
３

０
年

１
１

月
２

９
日

発
行
（

山
梨

県
公

報

号
外

第
５

０
号

）
山

梨
県

監
査

委
員

告
示

第
８

号
の

と
お

り
 

 （
２

）
監

査
の

結
果

、
指

導
事

項
が

あ
っ

た
所

属
が

講
じ

た
措

置
の

内
容

 

 監
査

対
象

所
属

 
総

合
政

策
部

 
政

策
企

画
課

（
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・

パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ

ク
推

進
室

、
リ

ニ

ア
環

境
未

来
都

市
推

進
室

）
 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
８

月
２

日
、

９
月

３
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
重

点
事

項
１

）
 

１
）

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
お

い
て

、
次

の
と

お
り

不
備

が
あ

っ
た

。
 

・
書

き
損

じ
の

年
賀

は
が

き
を

廃
棄

し
て

い
る

が
、

交
換

手
数

料
を

支
払

え
ば

新
し

い
切

手
や

は
が

き

に
交

換
で

き
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
廃

棄
せ

ず
に

、

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
登

載
し

て
管

理
す

べ
き

で

あ
る

。
 

・
年

賀
は

が
き

の
受

高
及

び
払

高
の

枚
数

の
記

載
は

さ
れ

て
い

た
が

、
金

額
の

記
載

が
さ

れ
て

い
な

か

っ
た

。
ま

た
年

賀
は

が
き

の
払

高
に

つ
い

て
、

発

送
し

た
分

と
書

き
損

じ
て

廃
棄

し
た

分
を

分
け

て

記
載

せ
ず

、
ま

と
め

て
記

載
し

て
い

た
。

 

・
備

考
欄

に
使

用
先

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
も

の
が

あ
っ

た
。

 

 １
）

（
発

生
原

因
の

検
証

結
果

）
 

・
個

人
情

報
が

印
字

さ
れ

て
い

る
書

き
損

じ
の

年
賀

は
が

き
を

庁
外

に
持

ち
出

す
こ

と
は

不
適

切
で

あ
る

と
担

当
者

が
考

え
た

た
め

、
廃

棄
し

て
し

ま
っ

た
。

 

・
年

賀
は

が
き

の
払

高
に

つ
い

て
、

発
送

し
た

分
と

書
き

損
じ

て
廃

棄
し

た
分

を
分

け
て

記
載

す
べ

き
こ

と
を

担
当

者
が

承
知

し
て

い
な

か
っ

た
。

 

・
備

考
欄

へ
の

使
用

先
の

記
載

は
、

使
用

用
途

と
使

用
課

室
名

だ
け

で
よ

い
と

担
当

者
が

勘
違

い
し

て
い

た
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

・
年

賀
は

が
き

等
を

書
き

損
じ

た
場

合
は

、
廃

棄
せ

ず
、

個
人

情
報

部
分

を
可

読
不

能
に

し
た

う
え

で
、

交
換

手
数

料
を

差
し

引
い

た
分

を
切

手
や

は
が

き
に

交
換

し
、

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
登

載
し

て
管

理
す

る
。

 

・
年

賀
は

が
き

の
払

高
に

つ
い

て
は

、
発

送
し

た
分

と
書

き
損

じ
た

分
を

分
け

て
記

載
し

、
管

理
す

る
。

 

・
郵

便
切

手
類

受
払

簿
の

備
考

欄
へ

は
、

使
用

先
の

記
載

を
徹

底
す

る
。

 

監
査

対
象

所
属

 
総

合
政

策
部

 
秘

書
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
８

月
２

日
、

９
月

３
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
重

点
事

項
１

）
 

１
）

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
お

い
て

、
次

の
と

お
り

不
備

が
あ

っ
た

。
 

・
書

き
損

じ
の

年
賀

は
が

き
を

廃
棄

し
て

い
る

が
、

交
換

手
数

料
を

支
払

え
ば

新
し

い
切

手
や

は
が

き

に
交

換
で

き
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
廃

棄
せ

ず
に

、

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
登

載
し

て
管

理
す

べ
き

で

あ
る

。
 
 

・
年

賀
は

が
き

の
払

高
に

つ
い

て
、

発
送

し
た

分
と

書
き

損
じ

て
廃

棄
し

た
分

を
分

け
て

記
載

せ
ず

、

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

・
個

人
情

報
が

印
字

さ
れ

て
い

る
書

き
損

じ
の

年
賀

は

が
き

を
庁

外
に

持
ち

出
す

こ
と

は
不

適
切

で
あ

る
と

担
当

者
が

考
え

た
た

め
、

廃
棄

し
て

し
ま

っ
た

。
 

・
年

賀
は

が
き

の
払

高
に

つ
い

て
、
発

送
し

た
分

と
書

き
損

じ
て

廃
棄

し
た

分
を

分
け

て
記

載
す

べ
き

こ
と

を
担

当
者

が
承

知
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

・
年

賀
は

が
き

等
を

書
き

損
じ

た
場

合
は

、
廃

棄
せ

ず
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ま
と

め
て

記
載

し
て

い
た

。
 

  

個
人

情
報

部
分

を
可

読
不

能
に

し
た

う
え

で
、
交

換
手

数
料

を
差

し
引

い
た

分
を

切
手

や
は

が
き

に
交

換
し

、

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
登

載
し

て
管

理
す

る
。

 

・
年

賀
は

が
き

の
払

高
に

つ
い

て
は

、
発

送
し

た
分

と

書
き

損
じ

た
分

を
分

け
て

記
載

し
、

管
理

す
る

。
 

監
査

対
象

所
属

 
総

合
政

策
部

 
広

聴
広

報
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
８

月
１

日
、

９
月

３
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
契

約
１

）
 

１
）

山
梨

県
広

報
誌

「
ふ

れ
あ

い
」

特
集

号
へ

の
広

告
掲

載
に

関
す

る
契

約
書

に
お

い
て

、
契

約
保

証

金
を

免
除

し
て

い
た

が
、

契
約

解
除

に
関

連
す

る

違
約

金
条

項
が

設
け

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

。
 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
平

成
２

９
年

度
契

約
締

結
時

、
本

県
が

契
約

相
手

方
よ

り
山

梨
県

財
務

規
則

第
１

０
９

条
の

２
第

３
号

を
根

拠
に

契
約

保
証

金
の

納
付

免
除

申
請

を
受

け
、

こ
れ

を
認

め
た

も
の

。
 

 
 

し
か

し
、

山
梨

県
財

務
規

則
第

１
２

０
条

第
２

項

に
は

、
契

約
を

解
除

し
た

場
合

に
お

い
て

、
契

約
保

証
金

の
納

付
が

な
い

と
き

は
、

契
約

額
の

百
分

の
十

に
相

当
す

る
金

額
を

違
約

金
と

し
て

徴
収

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

本
来

で
あ

れ
ば

、
契

約
保

証
金

の
納

付
の

免
除

と
と

も
に

違
約

金
に

関
す

る
規

定
を

契
約

書
に

設
け

る
こ

と
が

適
当

で
あ

っ
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
平

成
３

０
年

１
２

月
１

２
日

付
け

で
、

契
約

相
手

方
と

「
違

約
金

に
関

す
る

事
項

」
を

現
契

約
（

平
成

３
０

年
度

）
に

追
加

す
る

変
更

契
約

を
締

結
し

た
。

 

 
今

後
は

、
契

約
事

務
の

担
当

者
が

、
山

梨
県

財
務

規
則

に
基

づ
き

違
約

金
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
熟

知
す

る
と

と
も

に
、

各
決

裁
者

に
よ

る
契

約
書

の
再

確
認

を
徹

底
し

、
再

発
防

止
に

努
め

る
。

 

監
査

対
象

所
属

 
県

民
生

活
部

 
私

学
・

科
学

振
興

課
 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
７

月
９

日
、

８
月

８
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

私
立

学
校

運
営

費
補

助
金

の
返

還
に

伴
う

加
算

金
に

つ
い

て
、

山
梨

県
補

助
金

等
交

付
規

則
第

１

７
条

第
１

項
に

「
補

助
金

等
の

返
還

を
命

ぜ
ら

れ

た
と

き
は

、
そ

の
命

令
に

係
る

補
助

金
等

の
受

領

の
日

か
ら

納
付

の
日

ま
で

の
日

数
に

応
じ

、
当

該

補
助

金
等

の
額

に
つ

き
年

1
0
.
9
5
％

の
割

合
で

計

算
し

た
加

算
金

を
県

に
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

」
と

定
め

て
い

る
が

、
日

数
が

相
違

し
て

い

た
た

め
、

加
算

金
が

過
少

と
な

っ
て

い
た

。
 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
加

算
金

の
算

定
に

お
い

て
、

補
助

金
の

受
領

の
日

を
含

め
た

日
数

に
応

じ
て

算
定

す
べ

き
と

こ
ろ

、
受

領
の

日
を

含
ま

ず
に

計
算

し
て

し
ま

っ
た

た
め

、
加

算
金

に
１

日
分

の
不

足
が

生
じ

た
こ

と
に

よ
り

、
加

算
金

が
過

少
と

な
っ

て
し

ま
っ

た
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
該

当
学

校
法

人
に

不
足

分
の

請
求

を
行

い
、

平
成

３
０

年
８

月
２

３
日

ま
で

に
納

付
さ

れ
た

。
 

今
後
は
日
数
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を

図
り
、
適
正
な
額
を
算
定
・
収
納
す
る
。

監
査
対
象
所
属

リ
ニ
ア
交
通
局
リ
ニ
ア
推
進
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
６
月
１
日
、
７
月
１
９
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
給
与
１
）

１
）
平
成
２
９
年
度
給
与
改
定
分
の
追
給
を
職
員
に

現
金
支
給
し
た
際
、
給
与
支
給
明
細
書
の
写
し
に

領
収
印
を
徴
し
て
い
な
か
っ
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

給
与
を
現
金
支
給
し
た
際
に
は
、
給
与
支
給
明
細

書
に
領
収
印
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
業
務

多
忙
に
よ
り
失
念
し
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

今
後
は
、
給
与
等
口
座
振
込
依
頼
書
を
そ
の
都
度

確
認
し
、
所
属
内
の
現
金
支
給
対
象
者
を
把
握
す
る
。

ま
た
、
給
与
支
給
明
細
書
の
作
成
時
に
現
金
支
給

欄
を
確
認
し
、
現
金
支
給
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
ず

領
収
印
を
徴
し
、
適
正
な
取
扱
い
に
努
め
る
。

監
査
対
象
所
属

総
務
部
職
員
厚
生
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
８
月
２
日
、
８
月
２
８
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
収
入
１
）

１
）
歳
入
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
収
入
未
済
が
あ
っ

た
。

恩
給
の
過
払
金

過
年
度
分
先
数
１
件

7
1
6
,
2
0
0
円

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

毎
年
度
の
受
給
権
調
査
等
に
よ
り
過
払
い
防
止
に

努
め
て
い
た
が
、
受
給
権
が
消
滅
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
遺
族
か
ら
届
出
が
な
か
っ
た
た
め
、
過
払
金

が
生
じ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

平
成
２
７
年
１
２
月
に
遺
族
か
ら
債
務
承
認
書
及

び
分
割
納
付
誓
約
書
が
提
出
さ
れ
、
平
成
２
８
年
１

月
以
降
は
分
割
納
付
さ
れ
て
い
る
。
引
き
続
き
、
収

入
未
済
の
解
消
に
向
け
て
取
り
組
む
。

監
査
対
象
所
属

防
災
局
防
災
危
機
管
理
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
６
月
４
日
、
７
月
１
２
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
工
事
１
）

１
）
防
災
行
政
無
線
衛
星
系
設
備
更
新
工
事
（
明
許
）

に
お
い
て
、
工
事
請
負
契
約
約
款
に
「
監
督
員
を

変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
を
受
注
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
が
、

監
督
員
の
異
動
に
伴
う
変
更
通
知
が
行
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

受
注
者
に
口
頭
で
監
督
員
の
異
動
を
伝
え
て
い
た

が
、
書
面
に
よ
る
通
知
を
失
念
し
て
い
た
た
め
こ
の

よ
う
な
ミ
ス
が
生
じ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

工
事
請
負
契
約
約
款
及
び
関
係
規
則
の
事
務
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
、
複
数
の
職
員
に
よ
り
確
認
を
徹
底



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
六
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
再

発
防

止
に

努
め

る
。

 

監
査

対
象

所
属

 
防

災
局

 
消

防
保

安
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
５

日
、

７
月

１
２

日
 

監
査

の
結

果
講

じ
た

措
置

 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
契

約
１

）
 

１
）

「
消

防
救

急
デ

ジ
タ

ル
無

線
施

設
保

守
業

務
委

託
」

の
契

約
書

に
添

付
さ

れ
て

い
る

「
仕

様
書

」

に
お

い
て

、
４

.
保

守
の

留
意

（
１

）
と

し
て
「

定

期
点

検
実

施
に

あ
た

っ
て

は
、

実
施

７
日

前
ま

で

に
実

施
工

程
表

及
び

保
守

従
事

者
名

簿
を

提
出

し
、

甲
の

承
諾

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。

」
と

記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

提
出

さ
れ

て
お

ら
ず

、
甲

の

承
諾

を
受

け
て

い
な

か
っ

た
。

 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

当
該

業
務

は
、

平
成

３
０

年
３

月
に

発
注

し
た

も

の
で

あ
り

、
他

の
工

事
の

施
工

管
理

や
年

度
末

の
慌

た
だ

し
さ

か
ら

、
こ

の
よ

う
な

ミ
ス

が
生

じ
て

し
ま

っ
た

も
の

で
あ

る
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）

契
約

上
の

必
要

書
類

に
つ

い
て

は
、

複
数

の
職

員

で
入

念
に

チ
ェ

ッ
ク

を
行

う
と

と
も

に
、

施
工

等
の

業
務

初
日

に
、

再
度

、
確

認
を

徹
底

し
再

発
防

止
に

努
め

る
。

 

監
査

対
象

所
属

 
福

祉
保

健
部

 
福

祉
保

健
総

務
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
７

月
３

日
、

８
月

６
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

２
件

（
給

与
１

、
物

品
１

）
 

１
）

 児
童

手
当

に
つ

い
て

、
職

権
に

基
づ

き
支

給
額

の
決

定
処

理
を

行
っ

て
い

た
が

、
児

童
手

当
事

務
取

扱
要

領
第

５
条

に
定

め
る

額
改

定
通

知
書

の
作

成
及

び
受

給
者

へ
の

交
付

を
行

っ
て

い
な

い
も

の
が

あ
っ

た
。

２
）

財
務

規
則

第
１

５
１

条
関

係
運

用
通

知
に

よ
る

備
品

の
現

品
確

認
を

行
い

､
帳

簿
に

登
載

さ
れ

て

い
る

も
の

と
現

物
が

一
致

し
て

い
な

い
も

の
が

あ

っ
た

が
、

内
容

確
認

に
基

づ
く

返
納

等
の

処
理

が

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

職
員

が
児

童
手

当
事

務
取

扱
要

領
を

十
分

に
確

認

し
て

お
ら

ず
、

職
権

に
よ

る
額

改
定

通
知

書
の

作
成

及
び

受
給

者
へ

の
交

付
に

つ
い

て
失

念
し

て
い

た
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

今
後

は
児

童
手

当
事

務
取

扱
要

領
の

内
容

を
再

確

認
し

、
事

務
処

理
を

適
正

に
行

う
。

 

２
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

既
に

物
品

が
棄

却
さ

れ
て

い
た

も
の

の
、

職
員

の

認
識

不
足

に
よ

り
、

物
品

返
納

書
に

よ
る

棄
却

等
の

処
理

が
行

わ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）

既
に

棄
却

済
み

の
物

品
に

つ
い

て
は

、
物

品
返

納

書
に

よ
る

棄
却

の
事

務
処

理
を

行
っ

た
。

今
後

は
物

品
の

棄
却

時
に

手
続

き
を

す
る

と
と

も
に

、
備

品
の

現
品

確
認

時
に

、
帳

簿
と

現
品

が
一

致
し

な
い

も
の

を
確

認
し

、
物

品
返

納
書

に
よ

る
棄

却
等

の
処

理
を

適
切

に
行

う
。

 

 

監
査

対
象

所
属

 
福

祉
保

健
部

 
健

康
長

寿
推

進
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

９
日

、
８

月
６

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

①
高

齢
者

居
室

等
整

備
資

金
償

還
金

 

 
過

年
度

分
 

先
数

 
1
3
件

 
1
3
,
0
6
5
,
9
3
0
円

 

②
高

齢
者

居
室

等
整

備
資

金
利

子
収

入
 

 
過

年
度

分
 

先
数

 
 
1
3
件

 
 
2
,
1
8
3
,
8
4
4
円

 
 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
 

 
当

該
資

金
の

元
金

及
び

利
子

に
つ

い
て

は
、

償
還

期
限

か
ら

長
期

間
経

過
し

て
お

り
、

滞
納

し
て

い
る

借
受

人
は

１
３

名
。

借
受

人
、

連
帯

保
証

人
と

も
高

齢
化

し
て

お
り

、
年

金
で

生
計

を
た

て
て

い
る

等
、

経
済

的
に

困
窮

し
て

い
る

ケ
ー

ス
が

多
く

、
未

収
金

の
回

収
が

進
ん

で
い

な
い

。
 

 
 
 
ま

た
、

借
受

人
・

連
帯

保
証

人
の

死
亡

や
借

受
人

の
相

続
人

が
相

続
放

棄
し

た
ケ

ー
ス

も
あ

り
、

相
続

人
の

特
定

に
時

間
を

要
す

る
等

、
債

権
管

理
が

複

雑
・

困
難

化
し

て
い

る
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

収
入

未
済

の
解

消
に

向
け

、
貸

付
金

の
徴

収
事

務

を
委

託
し

て
い

る
山

梨
県

社
会

福
祉

協
議

会
と

連
携

し
て

、
滞

納
者

及
び

連
帯

保
証

人
と

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
世

帯
訪

問
、

催
告

状
の

送
付

や
電

話
に

よ
る

償
還

依
頼

、
ま

た
時

効
を

中
断

す
る

た
め

の
債

務
承

認
書

の
提

出
を

求
め

る
等

、
今

後
も

引
き

続
き

適
切

な
債

権
管

理
を

行
い

、
収

入
未

済
の

早
期

解
消

に
向

け
た

取
り

組
み

を
進

め
て

い
く

。
 

 

監
査

対
象

所
属

 
福

祉
保

健
部

 
子

育
て

支
援

課
（

子
ど

も
の

心
の

ケ
ア

総
合

拠
点

整
備

室
）

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
８

月
９

日
、

９
月

３
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

２
件

（
収

入
１

、
支

出
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

［
一

般
会

計
］

 

①
児

童
福

祉
施

設
入

所
児

童
保

護
者

負
担

金
 

 
過

年
度

分
 
 
 
 

 
 
1
8
,
1
4
3
,
8
8
0
円

 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 
 
 
 
4
,
4
5
9
,
5
1
6
円

 

 
合

計
 
 
先

数
1
5
5
件

 
2
2
,
6
0
3
,
3
9
6
円

 

②
雑

入
（

児
童

扶
養

手
当

の
過

払
等

の
返

納
金

）
 

 
過

年
度

分
 
 

 
 

 
 
4
,
2
4
3
,
4
0
0
円

 

平
成

2
9
年

度
分

 
 
 
 
 
 

5
1
4
,
1
3
0
円

 
 

 
合

計
 
 
先

数
 
2
1
件

 
 
4
,
7
5
7
,
5
3
0
円

 

［
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
特

別
会

計
］

 

①
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
（

元
金

）
 

 
 
過

年
度

分
 
先

数
 
6
件

 
2
,
3
5
8
,
3
4
4
円

 

②
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
（

利
子

）
 
 
 

 
 
過

年
度

分
 
先

数
 
1
件

 
 

 
5
3
,
2
7
6
円

 

③
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
（

違
約

金
）

 

 
過

年
度

分
 

 
 

 
 
 

 
 
1
3
7
,
9
9
7
円

 
 
 

 
 
平

成
2
9
年

度
分

 
 
 
 
 
 
 

 
6
5
,
3
5
1
円

 

 
合

計
 

 
 
 
先

数
 
5
件

 
 
2
0
3
,
3
4
8
円

 

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

 
 

現
在

収
入

未
済

金
の

回
収

の
た

め
、

次
の

措
置

を

継
続

実
施

し
て

い
る

。
 

 
 
①

電
話

に
よ

る
納

入
指

導
 

 
 
②

文
書

に
よ

る
納

入
指

導
 

 
 
③

訪
問

に
よ

る
納

入
指

導
 

 
 
④

債
務

承
認

書
の

徴
収

ま
た

は
一

部
債

務
の

納
付

に

よ
る

消
滅

時
効

の
中

断
措

置
 

 
 
⑤

個
々

の
状

況
に

応
じ

た
納

付
方

法
（

分
割

納
付

）

の
採

用
等

 

 
 
⑥

滞
納

処
分

の
た

め
の

財
産

調
査

 

 
（

児
童

福
祉

施
設

入
所

児
童

保
護

者
負

担
金

に
限

る
）
 

 
 
⑦

各
保

健
福

祉
事

務
所

を
対

象
と

し
た

債
権

管
理

担

当
者

研
修

会
の

開
催

（
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
に

限
る

）
 

今
後

も
収

入
未

済
の

回
収

に
努

め
る

と
と

も
に

、

債
権

管
理

の
適

正
化

を
図

っ
て

い
く

。
 

○
平

成
３

０
年

度
収

入
未

済
額

（
平

成
３

０
年

１
１

月
末

現
在

）

［
一

般
会

計
］
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２
）
児
童
養
護
施
設
等
環
境
改
善
事
業
費
補
助
金
の

実
績
報
告
書
に
お
い
て
、
対
象
経
費
の
実
支
出
額

資
料
（
領
収
書
等
）
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
が
、
実
支
出
額
を
確
認
で
き
る
資
料
が
添
付

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

①
児
童
福
祉
施
設
入
所
児
童
保
護
者
負
担
金

過
年
度
分

1
7
,
5
2
2
,
7
9
0
円

平
成

2
9
年
度
分

4
,
1
9
7
,
1
1
6
円

合
計
先
数

1
5
5
件

2
1
,
7
1
9
,
9
0
6
円

②
雑
入
（
児
童
扶
養
手
当
の
過
払
等
の
返
納
金
）

 
 
 
過
年
度
分

4
,
0
9
2
,
0
4
0
円

 
 
 
 
 
平
成

2
9
年
度
分

4
0
7
,
8
1
0
円

 
 
 
 
 
先
数
（
実
人
数
）

2
1
件

4
,
4
9
9
,
8
5
0
円

［
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
］

①
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
（
元
金
）

過
年
度
分

先
数

5
件

2
,
1
8
0
,
9
4
4
円

②
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
（
利
子
）

過
年
度
分

先
数

1
件

 
 
 
5
3
,
2
7
6
円

③
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
（
違
約
金
）

過
年
度
分

 
 
 
 
 
 
1
3
5
,
2
1
7
円

平
成

2
9
年
度
分

 
 
 
 

6
5
,
3
5
1
円

 
 
 
 
合
計

先
数

4
件

2
0
0
,
5
6
8
円

２
）
（
今
後
の
対
応
等
）

 
 
 
児
童
養
護
施
設
等
環
境
改
善
事
業
費
補
助
金
の
実

績
報
告
書
の
実
支
出
額
資
料
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に

施
設
か
ら
領
収
書
を
徴
し
、
実
績
報
告
書
へ
添
付
し

た
。

 
 
 
今
回
の
場
合
、
実
績
報
告
書
提
出
時
点
で
は
業
者

へ
の
支
払
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
領
収
書

の
添
付
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
よ

う
な
場
合
、
今
後
は
請
求
書
等
の
実
支
出
額
資
料
を

徴
す
る
よ
う
、
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
り
、
再
発
防

止
に
努
め
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

監
査
対
象
所
属

福
祉
保
健
部
障
害
福
祉
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
６
月
２
２
日
、
８
月
６
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
収
入
１
）

１
）
歳
入
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
収
入
未
済
が
あ

っ
た
。

①
児
童
措
置
費
負
担
金

過
年
度
分

先
数

1
件

1
8
0
,
2
9
0
円

②
児
童
福
祉
総
務
費
負
担
金
（
短
期
入
所
食
費
負

担
分
）

過
年
度
分

先
数

3
件

2
6
,
4
1
2
円

③
児
童
福
祉
総
務
費
負
担
金
（
心
身
障
害
者
扶
養

共
済
掛
金
）

過
年
度
分

先
数

1
件

3
8
3
,
5
0
0
円

④
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
居
室
整
備
資
金
償
還
金

元
金

過
年
度
分

先
数

1
1
件

1
0
,
1
4
1
,
8
1
0
円

⑤
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
居
室
整
備
資
金
利
子
収

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

①
当
該
負
担
金
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
施
設
に

児
童
を
入
所
さ
せ
る
措
置
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
う
、

保
護
者
か
ら
の
負
担
金
で
あ
る
が
、
保
護
者
の
収
入

の
減
少
な
ど
か
ら
、
負
担
金
の
納
付
が
遅
延
し
て
い

る
。

②
当
該
負
担
金
は
、
平
成
６
～
１
４
年
度
の
間
の
、

旧
制
度
に
よ
る
施
設
へ
の
短
期
入
所
事
業
に
伴
う
食

事
代
で
あ
る
が
、
保
護
者
の
収
入
の
減
少
な
ど
か
ら
、

負
担
金
の
納
付
が
遅
延
し
て
い
る
。

③
当
該
負
担
金
は
、
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済

の
加
入
者
が
、
掛
金
と
し
て
毎
月
納
入
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
加
入
者
の
収
入
が
減
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、

掛
金
が
納
入
さ
れ
ず
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
入

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
1
件

 
 
1
,
4
2
2
,
1
1
2
円

 

⑥
重

度
心

身
障

害
者

医
療

費
貸

付
金

償
還

金
元

金
 

 
 

過
年

度
分

 
 

 
 

 
1
,
1
6
8
,
8
1
5
円

 
 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 

 
 

3
9
3
,
9
4
2
円

 

 
 

合
計

 
 
先

数
 
2
8
件

 
 
1
,
5
6
2
,
7
5
7
円

 

⑦
重

度
心

身
障

害
者

医
療

費
貸

付
金

償
還

金
延

滞
 

 
金

 

 
 

平
成

2
9
年

度
分

 
先

数
 
2
件

 
1
,
3
7
3
円

 

 

④
当

該
償

還
金

は
、

山
梨

県
高

齢
者

居
室

等
整

備
資

金
及

び
重

度
心

身
障

害
者

居
室

等
整

備
資

金
貸

付
条

例
に

基
づ

き
、

重
度

心
身

障
害

者
の

居
室

等
を

整
備

す
る

た
め

貸
付

を
う

け
た

借
受

人
か

ら
の

償
還

金

（
元

金
）

で
あ

る
。

借
受

人
の

収
入

の
減

少
や

、
借

受
人

の
死

亡
等

に
よ

り
滞

っ
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

 

⑤
当

該
利

子
収

入
は

、
山

梨
県

高
齢

者
居

室
等

整
備

資
金

及
び

重
度

心
身

障
害

者
居

室
等

整
備

資
金

貸
付

条
例

に
基

づ
き

、
重

度
心

身
障

害
者

の
居

室
等

を
整

備
す

る
た

め
貸

付
を

う
け

た
借

受
人

か
ら

の
償

還
金

（
利

子
収

入
）
で

あ
る

。
借

受
人

の
収

入
の

減
少

や
、

借
受

人
の

死
亡

等
に

よ
り

滞
っ

て
い

る
状

況
で

あ

る
。

 

⑥
当

該
貸

付
金

は
、

重
度

心
身

障
害

者
医

療
費

助
成

金
受

給
者

へ
医

療
機

関
等

の
受

診
に

必
要

な
医

療
費

を
事

前
に

貸
し

付
け

る
も

の
で

あ
る

。
実

際
に

か
か

っ
た

医
療

費
が

貸
付

金
よ

り
少

額
で

あ
っ

た
場

合
に

は
、

受
給

者
へ

納
入

通
知

書
を

送
付

し
て

納
付

を
求

め
て

い
る

が
、

一
部

の
受

給
者

は
別

の
用

途
に

使
っ

た
な

ど
の

理
由

か
ら

、
貸

付
金

の
償

還
が

遅
延

し
て

い
る

。
 

⑦
重

度
心

身
障

害
者

医
療

費
貸

与
金

償
還

金
元

金
に

対
す

る
延

滞
金

で
あ

り
、

元
金

の
滞

納
に

よ
り

発
生

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

①
滞

納
者

に
対

し
納

付
の

依
頼

を
行

な
っ

て
お

り
、

過
年

度
分

よ
り

順
次

納
付

を
す

る
同

意
を

得
て

い

る
。

定
期

的
に

納
付

が
行

わ
れ

て
お

り
、

こ
の

ま
ま

予
定

通
り

納
付

が
行

わ
れ

る
こ

と
で

、
平

成
３

１
年

５
月

に
完

済
と

な
る

見
込

み
。

 

 
※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 

 

 
 

○
過

年
度

 
 
先

数
 
1
件

 
 
7
2
,
2
9
0
円

 
 

②
住

所
か

ら
住

民
票

、
戸

籍
等

の
公

用
請

求
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
３

名
中

２
名

で
該

当
者

な
し

と
の

回
答

で
あ

っ
た

。
転

居
先

が
不

明
の

２
名

に
つ

い
て

は
、

現
地

確
認

を
し

た
と

こ
ろ

、
当

時
の

住
所

地
に

居
住

が
確

認
で

な
か

っ
た

。
そ

の
た

め
、

こ
れ

以
上

の
督

促
は

行
う

こ
と

が
で

き
ず

、
徴

収
停

止
や

債
権

放
棄

も
視

野
に

入
れ

た
対

応
を

検
討

し
て

い
く

。
残

り
の

１
名

に
つ

い
て

は
、

旧
住

所
と

同
じ

番
地

に
本

籍
が

あ
り

転
居

先
を

追
跡

可
能

で
あ

る
た

め
、

文
書

等
に

よ
り

引
き

続
き

納
付

を
求

め
て

い
く

。
 

 
※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 
 

 
 

○
過

年
度

 
先

数
 
3
件

 
2
6
,
4
1
2
円

 

③
滞

納
し

て
い

る
加

入
者

や
家

族
に

対
し

て
、

文
書

や
電

話
に

よ
り

督
促

を
行

う
こ

と
や

、
保

険
対

象
障

害
者

の
死

亡
に

よ
っ

て
加

入
者

に
支

給
さ

れ
る

弔
慰

金
を

当
該

未
納

額
と

相
殺

す
る

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

今
後

も
未

収
金

の
回

収
に

努
め

て
い

く
。

 

一
七
〇
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※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 

 

 
 

○
過

年
度

 
先

数
 
1
件

 
3
8
3
,
5
0
0
円

 

④
事

務
の

委
託

を
し

て
い

る
山

梨
県

社
会

福
祉

協
議

会
と

と
も

に
、

借
受

人
や

連
帯

保
証

人
等

に
対

し
、

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
償

還
を

求
め

て
い

く
。

 

 
※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 

 

 
 

○
過

年
度

分
 

先
数

1
1
件

 
9
,
9
9
5
,
1
5
0
円

 

⑤
事

務
の

委
託

を
し

て
い

る
山

梨
県

社
会

福
祉

協
議

会
と

と
も

に
、

借
受

人
や

連
帯

保
証

人
等

に
対

し
、

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
償

還
を

求
め

て
い

く
。

 

 
※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 

 

 
 

○
過

年
度

分
 

先
数

1
1
件

 
1
,
4
1
8
,
2
7
2
円

 
 

 

⑥
滞

納
者

に
対

し
、
電

話
で

督
促

を
行

う
と

と
も

に
、

市
町

村
か

ら
支

給
さ

れ
る

医
療

費
助

成
金

を
償

還
に

充
て

る
こ

と
に

よ
り

、
未

収
金

の
回

収
を

行
っ

て
い

く
。

 

 
※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 

 

 
 

○
過

年
度

分
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9
1
2
,
1
9
5
円

 

 
 
 
 
○

平
成

2
9
年

度
分

 
 
 
 
 
3
2
6
,
3
3
1
円

 

 
 

○
合

計
 
先

数
 
2
2
件

 
1
,
2
3
8
,
5
2
6
円

 
 

 
 

 

⑦
滞

納
者

に
対

し
、
電

話
で

督
促

を
行

う
と

と
も

に
、

市
町

村
か

ら
支

給
さ

れ
る

医
療

費
助

成
金

を
償

還
に

充
て

る
こ

と
に

よ
り

、
未

収
金

の
回

収
を

行
っ

て
い

く
。

 

 
※

平
成

３
０

年
１

１
月

末
現

在
の

未
収

金
状

況
 

 

 
 

○
平

成
2
9
年

度
分

 
先

数
 
2
件

 
1
,
3
7
3
円

 

監
査

対
象

所
属

 
福

祉
保

健
部

 
医

務
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

８
日

、
８

月
６

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

①
看

護
職

員
修

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

 
過

年
度

分
 

 
 

 
 

 
3
,
0
9
7
,
9
0
0
円

 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 

 
 

 
6
2
3
,
4
0
0
円

 

 
合

計
 

先
数

 
 

1
3
件

 
3
,
7
2
1
,
3
0
0
円

 

②
医

師
修

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

 
過

年
度

分
 

先
数

 
1
件

 
1
,
5
7
0
,
0
0
0
円

 
 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

①
看

護
職

員
修

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

○
収

入
未

済
の

う
ち

大
半

を
過

年
度

分
が

占
め

て
お

り
、

生
活

困
窮

者
等

の
長

期
滞

納
者

の
返

還
が

円
滑

に
進

ん
で

い
な

い
こ

と
が

原
因

と
思

わ
れ

る
。

 

②
医

師
修

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

○
当

該
未

収
金

の
債

務
者

は
、

平
成

２
７

年
度

中
に

多
重

債
務

に
よ

り
、

破
産

手
続

を
開

始
し

、
同

年
 

１
２

月
に

破
産

免
責

許
可

決
定

が
な

さ
れ

た
。

 

〇
さ

ら
に

、
連

帯
保

証
人

も
、

自
己

破
産

手
続

き
に

よ
り

免
責

許
可

が
決

定
さ

れ
て

い
る

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

①
看

護
職

員
修

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

○
次

の
措

置
を

継
続

実
施

し
た

結
果

、
2
2
3
,
4
0
0
円

を

削
減

し
た

。
（

平
成

３
０

年
１

２
月

６
日

現
在

）
 

 
・

電
話

や
文

書
に

よ
る

催
告

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・

臨
戸

訪
問

に
よ

る
納

入
指

導
 

 
・

債
務

者
の

生
活

状
況

等
に

応
じ

た
納

入
指

導
（

分

割
納

付
）

 

 
・

連
帯

保
証

人
か

ら
の

回
収

 

○
ま

た
、

返
還

方
法

が
窓

口
納

付
に

限
ら

れ
、

日
中

な
か

な
か

金
融

機
関

に
出

向
け

な
い

な
ど

の
理

由
に

よ
っ

て
滞

納
と

な
る

事
例

も
多

数
見

受
け

ら
れ

た
た

め
、

平
成

２
５

年
１

２
月

か
ら

導
入

し
た

口
座

振
替

（
引

き
落

と
し

）
に

よ
る

返
還

を
本

年
度

も
推

進
し

、

引
き

続
き

納
付

環
境

の
充

実
を

図
っ

た
。

 

○
今

後
も

引
き

続
き

、
債

権
管

理
の

適
正

化
を

図
り

、

収
入

未
済

の
解

消
に

向
け

た
取

り
組

み
を

粘
り

強
く

行
っ

て
い

く
。

 

②
医

師
修

学
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

 
債

務
者

及
び

保
証

人
に

つ
い

て
破

産
手

続
き

が
完

了

し
た

た
め

、
消

滅
時

効
の

期
間

が
到

来
す

る
ま

で
、

適
正

に
債

権
を

管
理

し
て

い
く

。
 

監
査

対
象

所
属

 
福

祉
保

健
部

 
健

康
増

進
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

８
日

、
８

月
６

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
財

産
１

）
 

１
）

産
前

産
後

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

の
給

湯
管

敷
設

用
地

の
貸

付
に

つ
い

て
、

公
有

財
産

事
務

取
扱

規
則

第

5
0
条

第
2
項

に
定

め
る

移
動

報
告

が
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

当
該

貸
付

地
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

７
年

度
に

福

祉
保

健
総

務
課

よ
り

管
理

を
引

き
継

い
だ

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

そ
の

際
に

引
継

側
と

引
受

側
と

で
確

認
が

不
十

分
で

あ
り

、
貸

付
移

動
報

告
書

の
作

成
を

失
念

し
て

し
ま

っ
た

。

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
監

査
後

、
す

ぐ
に

移
動

報
告

を
行

い
、

貸
付

台
帳

 

を
作

成
済

み
。

 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
大

気
水

質
保

全
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

０
日

、
８

月
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

２
件

（
収

入
１

、
物

品
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

 
 

大
気

常
時

監
視

自
動

計
測

器
の

製
造

販
売

業
者

に
よ

る
独

占
禁

止
法

違
反

事
件

に
係

る
損

害
賠

償

金
 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 

1
件

 
 

 
3
0
0
,
0
0
0
円

 

   

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

平
成

２
５

年
１

１
月

２
５

日
に

大
気

自
動

計
測

器

の
製

造
販

売
業

者
３

社
と

契
約

金
額

に
応

じ
た

額
を

弁
済

す
る

内
容

の
和

解
が

成
立

 

[弁
済

の
状

況
]

・
２

社
は

、
一

括
弁

済
完

了
。

 

・
残

る
１

社
は

、
７

年
（

年
１

回
）
の

分
割

弁
済

と

な
っ

て
お

り
、

毎
年

期
限

内
に

弁
済

さ
れ

て
い

る
。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
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     ２
）

現
存

し
な

い
備

品
（

エ
ア

コ
ン

）
が

備
品

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

ま
ま

と
な

っ
て

い
た

。
 

 

分
割

弁
済

中
の

１
社

に
つ

い
て

、
平

成
３

１
年

ま
で

 

支
払

い
が

続
く

こ
と

か
ら

、
毎

年
納

付
書

を
送

付
し

て

納
付

を
促

す
と

と
も

に
、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

営
業

状
況

を
確

認
す

る
等

、
不

測
の

事
態

に
備

え
監

視
を

続
け

て

い
く

。

２
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

当
該

備
品

を
廃

棄
し

た
際

、
台

帳
上

の
手

続
を

失
念

し
て

い
た

。

 
（

今
後

の
対

応
策

等
）

当
該

備
品

に
つ

い
て

は
、
直

ち
に

物
品

返
納

の
手

続

を
実

施
し

た
。
ま

た
、
物

品
の

廃
棄

に
伴

う
台

帳
上

の

手
続

に
つ

い
て

、
職

員
に

周
知

徹
底

を
図

り
、
適

正
な

事
務

処
理

の
実

施
に

努
め

る
。

 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
環

境
整

備
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
１

９
日

、
８

月
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

①
廃

棄
物

不
法

投
棄

に
対

す
る

行
政

代
執

行
撤

去

費
用

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
3
件

 
1
9
8
,
7
2
1
,
3
7
3
円

 

②
廃

棄
物

不
法

投
棄

に
対

す
る

行
政

代
執

行
撤

去

費
用

に
係

る
延

滞
金

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
0
件

 
 
1
,
9
2
2
,
0
0
0
円

 

             

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

①
廃

棄
物

不
法

投
棄

に
対

す
る

行
政

代
執

行
撤

去
費

用・
過

年
度

分
の

う
ち

「
日

向
処

分
場

事
件

」
に

つ
い

て
は

、
債

務
者

の
１

個
人
（

行
方

不
明

）
に

つ
い

て
、

昨
年

度
預

金
を

差
し

押
さ

え
る

と
と

も
に

親
族

に
接

触
、

所
在

に
関

す
る

情
報

提
供

を
依

頼
し

た
。

 
今

後
も

、
債

務
者

の
所

在
確

認
、

財
産

調
査

等
を

行
い

債
権

回
収

に
努

め
る

。

・
過

年
度

分
の

う
ち

「
大

月
市

内
不

法
投

棄
事

件
」

に
つ

い
て

は
、

債
務

者
（

個
人

・
行

方
不

明
）

に
つ

い
て

、
平

成
２

９
年

度
、

住
民

票
、

戸
籍

の
取

得
に

よ
る

所
在

確
認

調
査

と
金

融
機

関
に

財
産

調
査

を
行

っ
た

（
新

た
な

預
貯

金
は

発
見

で
き

な
か

っ
た

）
。

 
今

後
も

、
債

務
者

の
所

在
確

認
、

財
産

調
査

等
を

行
い

債
権

回
収

に
努

め
る

。

②
廃

棄
物

不
法

投
棄

に
対

す
る

行
政

代
執

行
撤

去
費

用
延

滞
金

・
債

務
者

は
３

法
人

７
個

人
で

あ
り

、
分

割
納

付
で

の
納

付
を

得
て

お
り

、
今

後
も

毎
月

の
納

付
状

況
を

注
視

し
、
遅

延
無

く
納

付
さ

せ
債

権
回

収
に

努
め

る
。
 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
森

林
整

備
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

１
日

、
８

月
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

っ
た

。
 

雑
入

（
土

砂
の

不
法

投
棄

に
係

る
不

当
利

得
の

 

返
還

請
求

）
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
件

 
3
3
,
2
8
6
,
0
5
0
円

 

当
該

案
件

に
は

、
当

課
が

所
管

す
る

私
法

上
の

債

権
の

ほ
か

に
、

治
水

課
が

所
管

す
る

河
川

法
に

基
づ

く
公

法
上

の
債

権
と

私
法

上
の

債
権

が
あ

り
、

連
携

し
て

対
応

し
て

い
る

。
 
 
 

 
債

務
者

は
土

地
資

産
を

有
し

て
い

る
が

、
こ

れ
を

換
価

す
る

た
め

に
は

、
相

続
財

産
管

理
人

が
選

任
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

選
任

申
立

の
有

無
に

つ
い

て
裁

判
所

に
定

期
的

に
確

認
を

行
っ

て
い

る
。

選
任

さ
れ

た
場

合
は

、
当

該
相

続
財

産
管

理
人

あ
て

に
請

求
の

申
出

を
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

 
 
今

後
も

治
水

課
と

連
携

し
、
債

権
の

回
収

に
努

め

て
い

く
。

 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
林

業
振

興
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

０
日

、
８

月
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

２
件

（
収

入
１

、
物

品
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

［
一

般
会

計
］

 
 

①
林

業
構

造
改

善
事

業
費

補
助

金
返

還
金

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
件

 
1
4
,
8
0
7
,
8
0
4
円

 

②
林

業
構

造
改

善
事

業
費

補
助

金
返

還
金

延
納

利
 

 
息

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
件

 
1
5
0
,
8
5
2
円

 

［
林

業
・

木
材

産
業

改
善

資
金

特
別

会
計

］
 

①
林

業
・

木
材

産
業

改
善

資
金

貸
付

金
償

還
金

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
3
件

 
2
2
,
3
7
9
,
0
0
0
円

 

②
林

業
・

木
材

産
業

改
善

資
金

貸
付

金
償

還
金

違
 

約
金

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
2
件

 
7
2
5
,
5
8
2
円

 

    ２
）

県
産

材
普

及
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
の

着
ぐ

る
み

の
貸

付
に

つ
い

て
、

返
却

は
さ

れ
て

い
た

も
の

の
、

財

務
規

第
１

６
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
貸

付
物

品

返
却

調
書

が
作

成
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 

 １
）
（

発
症

原
因

の
検

証
結

果
）

 

［
一

般
会

計
］

 

債
務

者
の

事
業

廃
止

に
よ

る
返

済
の

停
滞

に
よ

る
。

[
林

業
・

木
材

産
業

改
善

資
金

特
別

会
計

］
 

債
務

者
の

業
績

不
振

や
事

業
廃

止
に

よ
る

返
済

の

停
滞

に
よ

る
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

[
一

般
会

計
]
 

債
務

者
が

平
成

２
８

年
７

月
に

破
産

し
た

こ
と

か

ら
、

以
降

は
保

証
人

に
対

し
て

電
話

又
は

面
談

に
よ

る
催

告
と

財
産

状
況

の
把

握
を

行
う

と
と

も
に

、
支

払
計

画
の

提
出

を
請

求
し

た
。

 

 
 
 

今
後

も
引

き
続

き
債

権
回

収
に

努
め

て
い

く
。

 

［
林

業
・

木
材

産
業

改
善

資
金

特
別

会
計

］
 

 
 

債
務

者
３

名
に

対
し

て
電

話
又

は
面

談
に

よ
り

催

告
を

行
っ

た
結

果
、

全
債

務
者

か
ら

一
部

返
済

が
あ

り
、

過
年

度
分

2
2
0
,
0
0
0
円

が
償

還
さ

れ
た

。
 

 
 

今
後

も
引

き
続

き
債

権
回

収
に

努
め

て
い

く
。

 

２
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

借
受

者
か

ら
物

品
が

返
却

さ
れ

た
際

に
、

財
務

規

則
第

１
６

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る

貸
付

物
品

返
却

調
書

の
作

成
を

失
念

し
て

い
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）

指
導

後
、

速
や

か
に

当
該

物
品

の
貸

付
物

品
返

却

調
書

の
作

成
を

行
っ

た
。
今

後
は

、
物

品
返

却
の

際
、

担
当

内
で

処
理

手
続

を
確

認
し

、
財

務
規

則
に

則
し

て
適

正
な

事
務

処
理

に
努

め
る

。
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平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
七
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
県

有
林

課
 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
２

１
日

、
８

月
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

２
件

（
収

入
１

、
重

点
事

項
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

 
「

清
里

の
森

」
別

荘
地

の
建

物
収

去
・

土
地

明
け

渡
し

請
求

訴
訟

に
係

る
建

物
強

制
収

去
経

費
 

 
過

年
度

分
 

先
数

 
2
件

 
 

7
,
7
4
3
,
2
2
5
円

 
 

２
）

郵
便

切
手

類
受

払
簿

に
つ

い
て

、
購

入
し

た
郵

便
切

手
を

登
載

し
て

い
な

か
っ

た
。

 

             

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

・
滞

納
者

の
無

資
力

に
よ

る
未

払
い

が
原

因
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

・
文

書
及

び
訪

問
に

よ
る

催
告

、
財

産
等

の
状

況

に
つ

い
て

情
報

収
集

を
行

い
、

未
収

金
の

早
期

回

収
に

努
め

て
い

る
。
 

２
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

・
郵

便
切

手
を

購
入

し
た

が
同

額
（

同
種

・
同

枚

数
）

の
払

出
し

を
行

っ
た

た
め

、
郵

便
切

手
類

受

払
簿

へ
の

登
載

は
省

略
で

き
る

も
の

と
誤

解
し

、

登
載

を
怠

っ
て

し
ま

っ
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

)
 

・
定

例
監

査
（

予
備

監
査

）
後

、
直

ち
に

郵
便

切

手
類

受
払

簿
へ

の
登

載
を

行
っ

た
。

 

・
再

発
防

止
策

と
し

て
、

郵
便

切
手

を
購

入
し

た

場
合

は
、

郵
便

切
手

類
受

払
簿

へ
の

登
載

が
必

要

な
こ

と
を

課
内

に
徹

底
し

た
。

 

・
ま

た
、

郵
便

切
手

の
受

払
の

際
に

は
、

総
括

課

長
補

佐
が

郵
便

切
手

類
受

払
簿

へ
の

登
載

を
そ

の

都
度

確
認

す
る

こ
と

を
徹

底
し

た
。

 

 
 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
中

北
林

務
環

境
事

務
所

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
５

月
７

日
～

８
日

、
６

月
５

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

 
[
一

般
会

計
]
 

①
工

事
契

約
解

除
に

伴
う

前
払

金
返

還
利

息
 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
件

 
1
4
,
3
1
7
円

 

 
 
[
恩

賜
県

有
財

産
特

別
会

計
]
 

①
土

地
貸

付
料

 

 
 

過
年

度
分

 
 
 
 
 
 
 
2
3
,
4
8
4
,
8
6
0
円

 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 
 
 
 
3
,
1
4
8
,
3
1
9
円

 

 
 
 
合

計
 

先
数

 
2
4
件

 
2
6
,
6
3
3
,
1
7
9
円

 
 

②
違

約
金

及
び

延
滞

利
息

 

 
 

過
年

度
分

 
 
 

 
 

 
1
,
9
5
2
,
5
1
4
円

 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 
 
 
 
1
3
7
,
2
4
9
円

 

 
 

合
計

 
先

数
 
1
8
件

 
 
2
,
0
8
9
,
7
6
3
円

 

③
雑

入
（

和
解

に
基

づ
く

滞
納

貸
付

料
の

納
入

に

係
る

利
息

、
清

里
の

森
別

荘
地

の
未

払
賃

料
、

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

[
一

般
会

計
]
 

 
 

今
年

度
は

関
係

者
と

直
接

会
い

、
協

議
を

重
ね

て

い
る

。
引

き
続

き
未

収
金

の
内

容
、

経
緯

等
を

丁
寧

に
説

明
し

、
支

払
を

求
め

粘
り

強
く

説
得

し
て

い
く

。
 

[
恩

賜
県

有
財

産
特

別
会

計
]
 

・「
清

里
の

森
」
別

荘
地

に
係

る
収

入
未

済
額

に
つ

い

て
は

、「
清

里
の

森
」
別

荘
地

貸
付

料
納

入
促

進
事

務

取
扱

要
領

等
に

基
づ

き
、

厳
正

に
催

促
を

行
っ

て
お

り
、

引
き

続
き

回
収

に
向

け
努

力
し

て
い

く
。

 

・
県

有
地

の
貸

付
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
声

か
け

及
び

督
促

を
行

い
、
早

期
収

納
に

努
め

る
と

と
も

に
、

督
促

の
手

段
や

債
権

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
関

係
課

と
協

議
を

進
め

て
い

く
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

損
害

金
及

び
延

滞
違

約
金

の
支

払
請

求
訴

訟
に

係
る

損
害

金
）

 

 
 

過
年

度
分

 
 

 
 

 
3
,
3
0
7
,
3
0
0
円

 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 

 
 

3
2
,
0
6
8
円

 

 
 

合
計

 
先

数
 
 
2
件

 
3
,
3
3
9
,
3
6
8
円

 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
峡

東
林

務
環

境
事

務
所

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
５

月
９

日
～

１
１

日
、

６
月

８
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

公
正

入
札

違
約

金
 

過
年

度
分

 
 

 
 

 
 

6
,
4
7
8
,
0
8
0
円

 

平
成

2
9
年

度
分

 
 

 
 
6
5
,
8
8
8
,
1
3
0
円

 

合
計

 
 

先
数

 
2
件

 
 
7
2
,
3
6
6
,
2
1
0
円

 

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

 
 
 

過
年

度
分

の
法

人
Ａ

は
事

実
上

倒
産

し
、

金
融

機

関
の

抵
当

権
実

行
に

よ
る

土
地

建
物

の
競

売
が

完
了

し
た

状
態

で
あ

る
が

、
法

人
の

清
算

手
続

き
を

行
っ

て
い

な
い

た
め

、
臨

戸
催

告
と

催
告

書
の

送
付

を
継

続
し

て
い

る
。

 

 
 
 
平

成
２

９
年

度
に

新
た

に
未

収
金

が
発

生
し

た
法

人
Ｂ

に
つ

い
て

は
、
平

成
２

９
年

９
月

に
請

求
書

を
、

翌
月

に
督

促
状

を
送

付
し

た
も

の
で

あ
る

が
、

既
に

建
設

業
を

廃
業

し
て

会
社

が
存

在
し

な
い

状
況

の
た

め
、

社
長

へ
の

臨
戸

催
告

と
催

告
書

の
送

付
を

行
っ

た
。

 

 
 
 
今

後
は

、
２

件
と

も
同

様
の

債
権

を
持

つ
関

係
部

署
と

連
携

し
て

未
収

金
の

回
収

手
法

を
検

討
し

な
が

ら
社

長
や

法
人

の
状

態
を

逐
次

確
認

し
て

催
告

等
を

継
続

す
る

。
 

 
 

監
査

対
象

所
属

 
森

林
環

境
部

 
富

士
・

東
部

林
務

環
境

事
務

所
 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
５

月
１

５
日

～
１

７
日

、
７

月
１

０
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

工
事

契
約

解
除

に
伴

う
違

約
金

 
 

 
 

 
過

年
度

分
 

先
数

 
1
件

 
1
1
3
,
4
0
0
円

 

          

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

委
託

業
者

が
銀

行
の

不
渡

り
を

２
回

出
し

、
事

実

上
の

倒
産

を
し

た
。

債
務

者
（

代
表

取
締

役
）

は
不

渡
り

を
し

た
直

後
か

ら
行

方
が

分
か

ら
な

く
な

り
、

期
限

内
に

違
約

金
の

入
金

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
平

成
２

８
年

１
０

月
に

、
債

務
者
（

代
表

取
締

役
）

の
住

所
地

が
判

明
し

、
平

成
２

９
年

３
月

９
日

現
地

調
査

を
実

施
し

た
が

、
本

人
に

は
会

う
こ

と
が

出
来

な
か

っ
た

。
翌

年
平

成
３

０
年

３
月

９
に

も
現

地
調

査
を

予
定

し
た

が
、

大
雨

に
よ

る
災

害
対

応
の

た
め

不
実

施
と

な
っ

た
。

代
替

措
置

と
し

て
３

月
２

２
日

に
納

付
書

を
簡

易
書

留
で

送
付

し
た

が
、

受
領

さ
れ

ず
、

保
存

期
間

切
れ

と
な

り
返

送
さ

れ
た

。
そ

の
後
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も

、
住

民
票

を
確

認
後

、
平

成
３

０
年

５
月

１
９

日

に
納

付
書

を
発

送
し

た
が

、
受

領
さ

れ
ず

、
保

存
期

間
切

れ
の

た
め

返
送

さ
れ

た
。

 

今
後

も
、

定
期

的
に

住
民

票
を

確
認

し
住

所
地

の

把
握

に
努

め
る

と
と

も
に

、
現

地
調

査
を

行
い

債
務

者
に

違
約

金
の

支
払

い
を

求
め

て
い

く
。

監
査

対
象

所
属

 
エ

ネ
ル

ギ
ー

局
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

政
策

課
 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
５

日
、

７
月

１
２

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
給

与
１

）
 

１
）

週
休

日
の

振
替

に
お

い
て

、
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

、
同

一
週

内
に

振
替

が
で

き
な

い
場

合
、

１
週

間
の

勤
務

時
間

が
３

８
時

間
４

５
分

を
超

え

た
部

分
に

つ
い

て
、

勤
務

時
間

１
時

間
当

た
り

の

給
与

額
に

１
０

０
分

の
２

５
の

割
合

を
乗

じ
た

額

を
時

間
外

勤
務

手
当

と
し

て
支

給
す

べ
き

と
こ

ろ
、

支
給

さ
れ

て
い

な
い

も
の

が
あ

っ
た

。
 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
 

時
間

外
勤

務
手

当
の

う
ち

、
週

休
日

の
振

替
等

に

係
る

１
０

０
分

の
２

５
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

、
十

分
把

握
が

で
き

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
例

月
の

集
計

か
ら

漏
れ

て
い

た
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
未

支
給

分
に

つ
い

て
集

計
を

行
い

、
対

象
者

に
追

加
支

給
を

行
っ

た
。

 

 
 

今
後

は
、

週
休

日
の

振
替

に
係

る
制

度
運

用
が

適

切
に

行
わ

れ
る

よ
う

職
員

に
周

知
す

る
と

と
も

に
、

週
休

日
等

の
勤

務
状

況
及

び
時

間
外

勤
務

手
当

を
集

計
す

る
際

、
複

数
の

職
員

で
確

認
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

適
正

な
事

務
処

理
の

徹
底

を
図

る
。

 

 

監
査

対
象

所
属

 
産

業
労

働
部

 
商

業
振

興
金

融
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
４

日
、

７
月

２
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

①
中

小
企

業
高

度
化

資
金

貸
付

金
償

還
金

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
1
件

 
8
5
,
1
4
2
,
6
7
0
円

 

②
小

規
模

企
業

者
等

設
備

導
入

資
金

貸
付

金
償

還

金
 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 
3
件

 
 
1
2
,
8
7
1
,
0
0
0
円

 

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

①
中

小
企

業
高

度
化

資
金

貸
付

金
償

還
金

に
つ

い
て

 

 
収

入
未

済
と

な
っ

て
い

る
貸

付
先

に
つ

い
て

は
、

主
債

務
者

及
び

全
連

帯
保

証
人
（

１
組

合
、
２

個
人

）

の
破

産
手

続
が

終
結

済
み

で
あ

る
た

め
、

県
が

回
収

の
た

め
に

取
り

得
る

手
段

が
無

い
状

況
で

あ
る

。
今

後
、

出
納

局
会

計
課

が
定

め
た

「
税

外
収

入
未

収
金

に
係

る
権

利
放

棄
の

判
断

基
準

」
を

満
た

し
た

と
こ

ろ
で

、
議

会
に

対
し

て
権

利
放

棄
を

提
案

す
る

予
定

で
あ

る
。

 

②
小

規
模

企
業

者
等

設
備

導
入

資
金

貸
付

金
償

還
金

に
つ

い
て

 

 
 

債
権

管
理

回
収

業
務

の
委

託
業

者
と

連
携

を
図

り

な
が

ら
、

主
債

務
者

と
の

交
渉

を
行

っ
た

結
果

、
平

成
３

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
０

年
１

２
月

１
８

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
ま

で
に

３
件

か
ら

4
7
5
,
0
0
0
円

の
償

還
を

受
け

た
。

収
入

未
済

の
残

額
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
回

収
に

向
け

た
努

力
を

続
け

る
。

 

 
 

 
平

成
３

０
年

１
２

月
１

８
日

時
点

 
３

件
 

 
残

高
 

1
2
,
3
9
6
,
0
0
0
円

 
 

監
査

対
象

所
属

 
産

業
労

働
部

 
新

事
業

・
経

営
革

新
支

援
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
７

日
、

７
月

２
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

２
件

（
収

入
１

、
支

出
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

 
創

造
技

術
研

究
開

発
費

補
助

金
の

交
付

決
定

一
部

取
消

処
分

に
伴

う
補

助
金

返
還

金
 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 

1
件

 
 
 
 
1
,
6
5
0
,
0
0
0
円

 

       ２
）

山
梨

県
補

助
金

等
交

付
規

則
第

１
２

条
に

事
業

が
年

度
内

に
完

了
し

な
い

場
合

、
補

助
金

等
の

交

付
決

定
し

た
年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
０

日
ま

で

に
実

績
報

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
と

定
め

て
い

る

が
、

産
業

振
興

事
業

費
補

助
金

に
お

い
て

、
年

度

終
了

時
の

実
績

報
告

書
の

提
出

期
日

が
遅

延
し

て

い
る

も
の

が
あ

っ
た

。
 

 １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
 

事
業

者
の

業
績

が
芳

し
く

な
く

、
一

括
返

還
が

出

来
な

か
っ

た
た

め
、

分
割

に
よ

る
返

還
を

受
け

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
事

業
者

の
業

況
が

劇
的

に
好

転
す

る
こ

と
は

考
え

に
く

い
た

め
、

こ
れ

ま
で

と
同

様
に

電
話

や
訪

問
に

よ
り

良
好

な
関

係
を

保
ち

な
が

ら
、

定
期

的
に

支
払

い
の

催
促

を
継

続
す

る
。

 

 
 

金
融

機
関

な
ど

か
ら

の
新

規
借

入
れ

の
際

や
、

業

況
の

回
復

に
よ

り
資

金
繰

り
が

改
善

し
た

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
は

、
一

括
返

還
を

求
め

て
い

く
。

 

２
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
 

補
助

対
象

者
が

実
績

報
告

書
の

提
出

期
限

を
認

識

し
て

い
な

か
っ

た
こ

と
。

ま
た

、
職

員
が

催
促

を
行

わ
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

年
度

末
終

了
時

の
実

績
報

告
書

の
提

出
が

遅
延

し
た

。
 

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

 
 

今
後

は
、

補
助

対
象

者
に

対
し

て
、

実
績

報
告

書

の
提

出
な

ど
の

周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も

に
、

職
員

ポ
ー

タ
ル

の
リ

マ
イ

ン
ダ

ー
機

能
の

活
用

等
を

行

い
、

提
出

を
促

す
こ

と
で

再
発

防
止

に
努

め
る

。
 

 
 

対
象

所
属

 
産

業
労

働
部

 
労

政
雇

用
課

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
６

月
７

日
、

７
月

２
３

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

 
緊

急
雇

用
創

出
事

業
に

係
る

不
当

事
項

に
よ

り
県

が
被

っ
た

損
害

の
賠

償
金

 

 
 

過
年

度
分

 
先

数
 

1
件

 
 
 
1
7
,
2
2
8
,
5
4
6
円

 
 

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

・
既

相
手

方
に

損
害

賠
償

金
等

の
支

払
い

を
求

め
る

訴
訟

を
提

起
し

、
県

が
勝

訴
し

て
い

る
。

ま
た

、
強

制
執

行
（

債
権

差
押

）
に

も
着

手
し

た
が

、
相

手
方

が
差

し
押

さ
え

る
財

産
を

有
し

て
お

ら
ず

、
回

収
に

至
っ

て
い

な
い

。
引

き
続

き
債

務
者

の
状

況
把

握
に

努
め

、
収

入
未

済
の

解
消

に
向

け
て

取
り

組
む

。
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監
査
対
象
所
属

産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
６
月
７
日
、
７
月
２
３
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
２
件
（
支
出
２
）

１
）
平
成
２
９
年
度
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
費

補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助
事
業
の
実
績
報
告
書
は

期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
受
領
し
て
い
る
が
、
実
績

報
告
額
が
既
概
算
払
済
額
よ
り
減
額
と
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
、
出
納
整
理
期
間
（
平
成
３
０
年
５
月

３
１
日
）
ま
で
に
額
の
確
定
に
よ
る
精
算
が
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

２
）
平
成
２
８
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
雇
用
し
た
短

期
臨
時
職
員
の
労
働
保
険
料
自
己
負
担
分
に
つ
い

て
、
監
査
日
現
在
、
雑
部
金
に
滞
留
し
て
い
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
費
補
助
金
は
、
県
と

国
が
１
／
２
ず
つ
補
助
（
た
だ
し
、
若
者
減
免
に
か

か
る
補
助
金
は
国
が
１
０
／
１
０
）
し
て
お
り
、
出

納
整
理
期
間
内
に
国
補
助
金
（
技
能
向
上
対
策
費
補

助
金
）
の
額
が
確
定
し
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
補
助

金
の
額
も
確
定
で
き
な
い
と
判
断
し
た
た
め
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

平
成
３
０
年
６
月
２
０
日
に
当
該
補
助
金
の
額
の

確
定
を
行
い
、
平
成
３
０
年
７
月
６
日
に
不
用
額
を

収
納
し
精
算
し
た
。

当
該
補
助
金
の
事
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
直
し
、
再

発
防
止
に
努
め
る
。
具
体
的
に
は
、「
国
の
額
の
確
定

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
県
は
県
の
要
綱
に
よ
っ
て
会

計
年
度
終
了
ま
で
に
額
の
確
定
を
行
い
、
精
算
処
理

を
行
う
」
を
追
加
し
た
。

２
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

平
成
２
７
年
度
当
時
、
当
課
で
任
用
し
た
短
期
臨

時
職
員
の
労
働
保
険
料
を
支
払
う
た
め
、
概
算
で
県

の
一
般
会
計
か
ら
年
金
事
務
所
に
支
出
し
て
お
き
、

本
人
か
ら
控
除
し
た
労
働
保
険
料
を
当
課
の
雑
部
金

と
し
て
留
保
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
年
度
末
に
な
っ
て
、
労
働
保
険
料
の
精

算
を
終
え
た
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
平
成
２
７
年

度
の
出
納
整
理
期
間
中
に
、
当
該
雑
部
金
を
雑
入
と

し
て
一
般
会
計
に
収
入
す
べ
き
と
こ
ろ
、
処
理
を
怠

っ
た
た
め
、
当
課
の
雑
部
金
の
ま
ま
滞
留
し
た
状
態

と
な
っ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

滞
留
し
た
雑
部
金
を
「
雑
入
」
と
し
て
振
替
処
理

を
行
っ
た
。

通
常
、
労
働
保
険
料
の
支
払
手
続
き
は
幹
事
課
が

行
う
が
、
例
外
的
に
当
課
で
支
払
い
、
労
働
保
険
料

を
当
課
の
雑
部
金
に
収
納
す
る
場
合
は
、
振
替
処
理

を
適
切
に
行
う
よ
う
徹
底
す
る
。

監
査
対
象
所
属

観
光
部
観
光
資
源
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
６
月
１
日
、
７
月
１
２
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
２
件
（
支
出
１
、
財
産
１
）

１
）
安
全
登
山
対
策
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

以
外
の
法
律
専
門
家
に
対
し
て
、
意
見
聴
取
の
謝

礼
と
し
て
報
償
費
を
支
払
っ
て
い
た
が
、
次
の
と

お
り
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
事
務
に
誤
り
が
あ
っ

た
。

①
委
員
会
で
意
見
を
聞
く
た
め
専
門
家
を
招
聘
し

た
場
合
の
報
償
費
に
つ
い
て
、
給
与
所
得
の
源

泉
徴
収
税
額
表
の
適
用
区
分
に
誤
り
が
あ
り
、

過
大
に
源
泉
徴
収
し
て
い
た
。

②
意
見
を
聞
く
た
め
に
専
門
家
を
訪
れ
た
場
合
の

報
償
費
に
つ
い
て
、
源
泉
徴
収
の
必
要
が
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
泉
徴
収
し
て
い
た
。

２
）
公
有
財
産
の
貸
付
に
お
い
て
、
公
有
財
産
事
務

取
扱
規
則
第
５
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
移
動
報

告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

借
受
財
産
に
お
い
て
、
同
規
則
第
５
４
条
第
２
項

に
規
定
す
る
移
動
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
っ
た
。

指
導
事
項
の
①
②
と
も
に
、
源
泉
所
得
税
に
つ
い

て
理
解
が
十
分
で
な
く
、
税
務
署
へ
の
確
認
も
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
発
生
原
因
で
あ
る
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

①
の
過
大
に
徴
収
し
た
所
得
税
及
び
②
の
源
泉
徴

収
不
要
な
所
得
税
と
も
、
本
人
に
連
絡
の
上
、
出
納

局
会
計
課
に
依
頼
し
て
、
還
付
手
続
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
源
泉
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
出
納
局
会

計
課
、
税
務
署
に
逐
一
確
認
を
取
っ
た
上
で
、
源
泉

徴
収
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

公
有
財
産
の
移
動
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
は
、
各
担
当
者
が
管
理
し
て
い
る
公
有
財
産
の
移

動
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
に
任
さ
れ
て
い
た
た
め
、

課
内
で
統
一
的
な
管
理
を
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、

各
担
当
者
に
よ
る
移
動
報
告
の
失
念
が
生
じ
て
い
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
指
摘
の
あ
っ
た
公
有

財
産
に
つ
い
て
は
早
急
に
移
動
報
告
を
行
う
と
と
も

に
、
課
内
で
公
有
財
産
に
移
動
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

を
毎
月
末
に
確
認
し
、
移
動
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、

速
や
か
に
移
動
報
告
を
出
す
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
と
す
る
。

監
査
対
象
所
属

農
政
部
農
政
総
務
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
７
月
２
７
日
、
８
月
２
７
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
重
点
事
項
１
）

１
）
郵
便
切
手
類
受
払
簿
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り

不
備
が
あ
っ
た
。

・
備
考
欄
に
購
入
先
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
使
用
先
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

っ
た
。

・
切
手
と
は
が
き
を
同
一
の
受
払
簿
に
記
載
し
て

い
な
が
ら
、
受
高
及
び
払
高
の
内
訳
が
、
切
手
と

は
が
き
ご
と
に
区
分
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

・
未
発
送
の
印
刷
済
み
年
賀
は
が
き
が
保
管
さ
れ

て
い
た
が
、
残
高
が
受
払
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

・
郵
便
切
手
に
つ
い
て
は
、
郵
便
切
手
類
受
払
簿
の

備
考
欄
に
購
入
先
を
記
載
す
る
こ
と
の
認
識
が
不
足

し
て
い
た
。

・
郵
便
切
手
及
び
は
が
き
に
つ
い
て
は
、
郵
便
切
手

類
受
払
簿
に
受
高
、
払
高
の
内
訳
を
記
載
し
て
い
た

が
、
種
類
毎
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
認
識
が
不
足
し
て
い
た
。

・
文
面
を
印
刷
し
た
年
賀
は
が
き
に
つ
い
て
は
、
印

刷
済
み
で
あ
っ
た
た
め
、
送
付
し
た
余
り
の
分
も
郵

便
切
手
類
受
払
簿
の
払
高
に
記
載
し
て
お
り
、
残
高

へ
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

今
後
は
、
財
務
規
則
及
び
「
郵
便
切
手
類
受
払
簿

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
を
再
度
確
認
し
、
郵
便
切
手

類
受
払
簿
に
適
切
に
記
載
す
る
。
ま
た
、
担
当
者
が

記
載
し
た
郵
便
切
手
類
受
払
簿
に
つ
い
て
は
、
月
末



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

一
七
六

に
、
総
務
経
理
担
当
リ
ー
ダ
ー
及
び
物
品
取
扱
者
が

確
認
を
行
い
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

な
お
、
印
刷
済
み
の
年
賀
は
が
き
に
つ
い
て
は
、

郵
便
局
に
お
い
て
郵
便
切
手
と
交
換
し
、
受
入
れ
、

郵
便
切
手
類
受
払
簿
に
記
載
し
た
。

監
査
対
象
所
属

農
政
部
農
村
振
興
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
７
月
２
４
日
、
８
月
２
７
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
収
入
１
）

１
）
歳
入
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
収
入
未
済
が
あ
っ

た
。

雑
入
（
緊
急
雇
用
創
出
事
業
に
係
る
委
託
料
返
還

金
）過
年
度
分

先
数
１
件

2
8
,
5
2
3
,
7
5
0
円

１
）
（
今
後
の
対
応
策
等
）

債
務
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
平
成
２
８
年
３
月

３
１
日
付
け
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
７
１
条

の
６
を
根
拠
に
分
割
納
付
に
よ
る
履
行
延
期
を
承
認

し
て
お
り
、
現
在
、
同
申
請
と
同
時
に
提
出
さ
れ
た

支
払
計
画
書
に
基
づ
き
返
還
が
行
わ
れ
て
い
る
。

平
成
３
０
年
１
１
月
末
現
在
で

3
1
,
4
5
6
,
2
5
0
円
が

返
還
さ
れ
、
未
収
金
額
は

1
9
,
2
5
3
,
7
5
0
円
と
減
少
し

て
お
り
、
引
き
続
き
、
支
払
計
画
書
に
従
い
返
還
が

行
わ
れ
る
よ
う
管
理
し
て
い
く
。

監
査
対
象
所
属

農
政
部
畜
産
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
７
月
２
３
日
、
８
月
２
７
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
契
約
１
）

１
）
山
梨
県
蜜
源
植
生
調
査
及
び
蜜
蜂
の
花
粉
交
配

実
態
調
査
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
に

関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

毎
年
度
行
っ
て
い
る
契
約
で
あ
っ
た
た
め
、
条
項

の
再
確
認
を
せ
ず
前
年
度
同
様
に
契
約
書
を
作
成
し

て
し
ま
っ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

平
成
３
０
年
度
の
契
約
に
つ
い
て
、
支
払
遅
延
に

関
す
る
事
項
を
追
加
し
た
変
更
契
約
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
毎
年
度
契
約
書
の
条
項
を
再
確
認
す
る

こ
と
を
徹
底
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

監
査
対
象
所
属

農
政
部
花
き
農
水
産
課

監
査
対
象
期
間

平
成
２
９
年
度

監
査
実
施
日

平
成
３
０
年
７
月
２
３
日
、
８
月
２
７
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
３
件
（
収
入
１
、
物
品
１
，
財
産
１
）

１
）
平
成
２
９
年
度
山
梨
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

へ
の
土
地
貸
付
料
に
つ
い
て
、
契
約
書
で
は
当
該

年
度
の
４
月
末
日
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
と
定
め

ら
れ
て
い
る
が
、
調
定
が
遅
延
し
、
調
定
日
が
５

月
１
９
日
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
貸
付
料
の
納
入

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

財
務
帳
票
の
電
算
に
よ
る
決
済
処
理
を
失
念
し
た

た
め
、
調
定
の
審
査
入
力
が
契
約
書
に
記
載
の
納
期

限
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
遅

延
し

て
い

た
。

 

   ２
）

備
品

の
棄

却
に

関
す

る
手

続
に

お
い

て
、

既
に

棄
却

さ
れ

て
い

な
が

ら
、

財
務

規
則

第
１

５
９

条

及
び

第
１

６
４

条
に

定
め

ら
れ

て
い

る
物

品
の

返

納
等

が
行

わ
れ

て
い

な
い

も
の

が
あ

っ
た

。
 

   ３
）

北
杜

市
明

野
サ

ン
フ

ラ
ワ

ー
フ

ェ
ス

実
行

委
員

会
に

対
す

る
行

政
財

産
使

用
料

に
つ

い
て

、
価

格

改
定

前
の

公
有

財
産

価
格

を
基

に
算

出
し

た
こ

と

及
び

使
用

面
積

の
端

数
処

理
に

誤
り

が
あ

っ
た

こ

と
か

ら
、

徴
収

額
に

誤
り

（
過

大
）

が
あ

っ
た

。
 

 
今

後
は

、
財

務
規

則
に

基
づ

く
処

理
及

び
財

務
シ

ス
テ

ム
処

理
が

適
正

に
行

わ
れ

る
よ

う
課

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

文
書

シ
ス

テ
ム

で
の

処
理

に
つ

い
て

も
失

念
し

な
い

よ
う

併
せ

て
周

知
す

る
。

 

２
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

備
品

更
新

時
に

行
う

受
入

と
棄

却
の

処
理

を
行

う

予
定

だ
っ

た
が

、
棄

却
の

処
理

を
失

念
し

た
た

め
。

（
今

後
の

対
応

策
等

）
 

棄
却

処
理

を
行

っ
た

。
 

今
後

は
、

更
新

時
の

ほ
か

例
年

の
備

品
確

認
の

際

に
も

併
せ

て
処

理
漏

れ
が

な
い

か
確

認
す

る
。

 

３
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 
 

行
政

財
産

価
格

の
改

定
年

で
あ

っ
た

が
、

公
有

財

産
台

帳
が

更
新

さ
れ

て
お

ら
ず

旧
価

格
の

ま
ま

行
政

財
産

使
用

料
を

算
定

し
て

し
ま

っ
た

。

（
今

後
の

対
応

策
等

）

 
 

使
用

料
に

つ
い

て
再

計
算

し
、

過
徴

収
分

を
返

還

済
み

。

 
今

後
は

、
価

格
改

定
年

に
つ

い
て

は
細

心
の

注
意

を
払

っ
て

公
有

財
産

価
格

を
確

認
し

処
理

を
行

う
。

 

監
査

対
象

所
属

 
農

政
部

 
農

業
技

術
課

（
担

い
手

・
農

地
対

策
室

）
 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

、
８

月
２

７
日

 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

１
件

（
収

入
１

）
 

１
）

歳
入

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

収
入

未
済

が
あ

っ
た

。
 

①
農

業
改

良
資

金
貸

付
金

償
還

金
 

 
 

過
年

度
分

 
 

 
 
 
 
 

1
1
7
,
4
6
5
,
6
3
5
円

 

 
平

成
2
9
年

度
分

 
 
 
 
 

 
1
,
6
8
0
,
0
0
0
円

 

 
 

合
計

 
先

数
 
1
2
件

 
 
 
1
1
9
,
1
4
5
,
6
3
5
円

 

②
農

業
改

良
資

金
貸

付
金

違
約

金
 

 
 
 
過

年
度

分
 
先

数
 
1
5
件

 
2
1
,
9
1
3
,
1
5
7
円

 

 １
）
（

今
後

の
対

応
策

等
）

 

 
 
収

入
未

済
の

回
収

に
つ

い
て

は
、
山

梨
県

債
権

回
収

及
び

処
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

山
梨

県
農

業
改

良
資

金
債

権
管

理
要

領
に

基
づ

き
、

長
期

延
滞

債
務

者
の

農
業

改
良

資
金

以
外

の
債

務
の

把
握

や
生

活
状

況
等

の
調

査
を

す
る

た
め

に
電

話
や

訪
問

面
談

を
実

施
し

て
い

る
。

そ
の

中
で

、
長

期
延

滞
債

務
者

ご
と

に
返

済
方

法
や

返
済

時
期

に
つ

い
て

の
話

し
合

い
を

行
っ

て
お

り
、

今
後

も
引

き
続

き
早

期
返

済
を

促
し

て
い

く
。

 

 
 
 
 
平

成
３

０
年

１
１

月
３

０
日

現
在

、
償

還
金

延
滞

者
７

名
か

ら
1
,
3
2
0
,
0
0
0
円

を
回

収
し

、
違

約
金

延

滞
者

５
名

か
ら

9
8
,
0
0
0
円

を
回

収
し

た
。

 

監
査

対
象

所
属

 
農

政
部

 
中

北
農

務
事

務
所

 

監
査

対
象

期
間

 
平

成
２

９
年

度
 

監
査

実
施

日
 

平
成

３
０

年
４

月
２

４
日

～
２

６
日

、
６

月
５

日
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
 

（
指

導
事

項
）

３
件

（
収

入
１

，
財

産
１

、
重

点
事

項
１

）
 

１
）

契
約

不
履

行
に

よ
る

工
事

契
約

解
除

に
伴

う
前

払
金

余
剰

支
払

額
返

還
利

息
に

つ
い

て
、

返
還

金

  １
）
（

発
生

原
因

の
検

証
結

果
）

 

 
 

返
還

金
に

係
る

利
息

に
つ

い
て

は
、

返
還

金
が

納




